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第４章 基本目標達成に向けた施策・事業 

基本目標１ 元気な高齢者を増やすために 

（介護予防と高齢者の生きがいづくりの推進）

人生 100 年時代を見据え、健康寿命を延伸するため、高齢者の介護予防・健康づくりを推進する

等の目的から国では「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に取り組んでおり、本市では

そのことを踏まえ、身近で効果的な健康づくりと介護予防の取組を進めています。 

保健事業と介護予防事業の一体的実施により、元気なときから介護予防を意識し、一貫して健康

づくりや介護予防に取り組める環境づくりを推進する必要があり、そのために多様な通いの場や活

動の創出を重要事項と捉え、地域づくりに努めています。 

また、高齢者の健康状態を把握し、適切な医療や介護サービスにつなぎ、疾病予防・重症化予防

を図るとともに、運動・栄養・社会参加などを切り口としたフレイル予防の取組を進めることで、

地域に元気な高齢者を増やすことを目標としています。元気な高齢者が増加することにより、地域

の担い手として役割を期待することができ、自らの経験や知識を他の世代に伝え、そこから更なる

地域の活性化にもつながると考えています。 

高齢者が心身の健康状態を維持していくためには、社会との関わりを持つことが有効的であると

されており、就労、ボランティア、趣味でのサークル活動、町内会・地域行事等といった様々な活

動へ参加することで、生きがいや心の豊かさを得ることができつつ、体を動かすことによる身体機

能の維持・向上にもつながります。 

本市では、介護予防・フレイル予防に資する取組の一環としての通いの場の参加人数を増加させ

るための啓発活動や、高齢者大学による生涯学習の支援、シルバー人材センター事業、令和５年か

ら新たに始まった加東市シニアいきいきポイント事業等を通じて、高齢者の活動をサポートしてい

ます。 

高齢者のライフスタイルに応じた生きがいづくりや就労支援をすることで、高齢者の知恵や経験、

技能を社会の様々な分野に活用しつつ、高齢者が自然と自主的に健康づくりに取り組む環境づくり

を図ることで、健康寿命の延伸と地域の活性化につなげます。 
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１．高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりの推進 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となって、高齢者が安心して住み慣れた地域

で暮らし続けることができるように地域で支え合う仕組みであり、様々な主体が生活支援サービス

や介護予防の取組を実施しています。 

今後ますます複雑化・複合化する生活支援ニーズに対応できるよう、地域における支え合い活動

やボランティア活動等を推進し、多様な主体による日常生活支援体制の整備・拡充を図り、高齢者

本人やその家族のみならず、介護支援専門員や医療機関に対し、介護保険外サービスを積極的に周

知することで、高齢者の自立した在宅生活を支援します。 

また、生活支援サポーターやボランティア活動等の自主グループ活動を支援するとともに、生活

支援コーディネーターや協議体と連携しながら、地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況を把

握し、互助を基本とした生活支援等サービスが創出されるよう取組を進めます。 

現在、本市では運動機能の維持・向上や閉じこもりの予防に向けて、地域の通いの場である「か

とうまちかど体操教室」や、通いの場へ行くための移動支援サービス、生活支援に関わるボランテ

ィアの養成を行う「介護予防・生活支援サポーター養成講座」の実施、基本チェックリストを用い

た介護予防のためのアウトリーチ活動、他にも訪問型サービス、通所型サービスといった生活支援

サービスの提供等をすることで、地域全体で支え合いの意識を醸成し、支援や介護が必要になって

も地域から切り離されることのない体制づくりに努めています。 

今後は、更なるサービスの充実や体制整備・拡充に注力するための検討事業を実施し、本市の地

域づくりを推進します。 
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加東シニアいきいき

ポイント事業

デマンドタクシー 

実証実験
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① 訪問型サービス 

閉じこもり、認知症、うつ、低栄養等のおそれのある高齢者等への訪問や、生活支援サポーター

活動支援事業（かとう介護ファミリーサポートセンター）で、生活援助が必要な高齢者（依頼会員）

と援助活動をしたい方（協力会員）を結び付ける、地域における相互援助活動など、訪問による援

助や移動支援事業 

支援が必要な対象者に対し、訪問を実施し医療専門職やセラピストによる指導へつなげ個々への

アプローチを行うことでフレイルを予防します。 

また、生活支援サポーター活動支援事業では、新たなサポーター養成と、協力会員の活動可能状

況や依頼会員の現状と課題を把握し、新規登録者等の調整をできるだけスムーズに行います。 

訪問型サービスＤについては、現在通所型サービス「かとうふまねっと教室」への送迎を対象に

実施しているが、今後、地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）かとうまちかど体操教室

等地域の通いの場への送迎支援も含めて検討していきます。 

【訪問型サービスの種類】 

項目/事業名 事業内容 実施主体 

訪問介護相当サービス（従前の予

防給付と同様のサービス） 

訪問介護員による身体介護、生活援助サー

ビス 

訪問介護事業者 

訪問型サービスＡ 

（緩和基準サービス） 

「日常生活援助事業」 

家事援助などの日常生活支援、身体介護サ

ービス 

訪問介護事業者 

など 

訪問型サービスＢ 

（住民主体サービス） 

「かとう介護ファミリーサポート

センター」 

買い物や掃除などの簡単な家事援助など、

住民主体の自主活動として行う生活援助

等のサービス 

ボランティア 

など 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

「訪問型介護予防事業」 

保健・医療・福祉の専門職による居宅での

相談指導などのサービス 

市 

訪問型サービスＤ 

（移動サービス） 

「訪問型移動支援サービス事業」 

通所型サービスの送迎及び買い物や通院

等の外出時の送迎前後の付き添い支援な

どのサービス 

介護事業者 

ＮＰＯ法人 

民間事業者など 

事業内容 

今後の方針 
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【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■訪問介護相当サービス 

延人数 人 64 52 56 61 62 64

■日常生活援助事業 

延人数 人 436 519 528 548 562 577

■かとう介護ファミリーサポートセンター 依頼会員 

登録者数 人 110 88 104 107 107 107

利用者数 実人数 人 19 23 20 21 22 23

■かとう介護ファミリーサポートセンター 協力会員 

登録者数 人 42 34 35 36 37 38

活動者数 実人数 人 13 17 12 14 15 16

■訪問型介護予防事業 

利用者数 人 5 3 5 7 7 8

利用回数 回 5 3 7 10 11 12

■訪問型移動支援サービス事業 

利用者数 人 19 19 19 20 20 20

利用回数 回 316 397 500 500 500 500
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② 通所型サービス 

「元気応援通所事業」「物忘れ予防カフェ」等の実施。また「元気になろうデイ」については、事

業対象者・要支援者等に対して運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防等を目

的とする事業 

本人の日常生活動作の困っていることを把握し、改善を目指し、地域の通い場へ自身で参加でき

るよう支援します。 

市民や介護支援専門員向けに事業（内容・効果）の啓発を行うことで利用者増加を目指します。

かとうふまねっと教室について、かとうまちかど体操教室の移動支援体制を整えることで、地域介

護予防活動支援事業（一般介護予防事業）として事業転換を検討します。また、地域資源を掘り起

こし、地域で支え合える通所型サービスＢの充実を図ります。元気になろうデイでは、訪問型サー

ビスＣ（保健・医療・福祉の専門職による居宅での相談指導などのサービス）を利用前後に取り入

れる等リハビリテーション職による関わりを増加し、利用効果を高めます。 

なお、通いの場への移動支援についてはデマンド型交通の実証実験を踏まえ充実を図り利用促進

していきます。 

【通所型サービスの種類】 

項目/事業名 事業内容 実施主体 

通所介護相当サービス（従前の

予防給付と同様のサービス） 

通所介護施設で日常生活上の援助を日帰

りで行うサービス 
通所介護事業者 

通所型サービスＡ 

（緩和基準サービス） 

「元気応援通所事業」 

「ミニデイサービス」 

通所介護施設等での閉じこもり予防や機

能訓練メニュー、地域公民館などでレクリ

エーションなど様々な活動を行うサービ

ス 

通所介護事業者 

民間事業者 

ボランティア 

通所型サービスＢ 

（住民主体サービス） 

「かとうふまねっと教室」 

「物忘れ予防カフェ」 

足腰の痛みや送迎等の問題で地域のまち

かど体操教室に参加困難な人を対象に、転

倒予防及び認知症予防の運動や仲間づく

りを目的とした自主的な活動を行うサー

ビス 

ボランティア 

など 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

「元気になろうデイ」 

リハビリ専門職による日常生活動作の改

善に向けた個別プログラムを３～６カ月

間行うサービス 

介護事業者 

（専門職） 

事業内容 

今後の方針 
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【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■通所介護相当サービス 

延人数 人 26 12 12 60 84 108

■元気応援通所事業 

延人数 人 1,189 1,245 1,267 1,285 1,302 1,320

■ミニデイサービス 

延人数 人 216 381 387 392 398 403

■かとうふまねっと教室 

延人数 人 444 483 600 600 600 600

■元気になろうデイ 

延人数 人 49 23 50 60 60 70
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③ その他の生活支援サービス 

栄養改善や見守り支援を目的に配食や食事の提供、見守りの実施 

低栄養は要介護状態に陥るリスクが高いため、栄養講座による調理や低栄養予防指導等低栄養改

善の取組を実施します。 

介護事業所、ＮＰＯ法人、民間事業者、民生委員・児童委員などによる見守りや安否確認を実施

し、低栄養や閉じこもりによるフレイル予防のため、必要なサービスにスムーズにつなげます。 

④ 介護予防把握事業 

基本チェックリスト等で収集した情報の活用により、閉じこもり等、何らかの支援が必要な人を

把握し、介護予防活動へつなげる事業 

基本チェックリストの記入で収集した情報などの活用により、閉じこもり等何らかの支援が必要

な対象者を把握し、スムーズに必要サービスへつなげます。 

⑤ 介護予防普及啓発事業 

運動機能の向上、低栄養予防、口腔機能の向上等の専門職による講話と実技を行う事業 

加東ケーブルビジョン番組や広報誌、ホームページ等により地域で開催する介護予防出前講座等

の参加者を通じて、通いの場に参加していない高齢者や全市民に対してフレイル予防を啓発し、地

域共生社会に向けた福祉の意識の醸成を含め介護予防の意識が向上するよう支援します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護予防普及啓発事業 

利用者数 人 666 861 900 920 920 920

実施回数 回 14 16 18 20 20 20

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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⑥ 地域介護予防活動支援事業 

「かとうまちかど体操教室」、「加東シニアいきいきポイント事業」、「地域回想法スクール」等の

実施及びそれらの活動を推進するための介護予防サポーターや回想法リーダー等の活動支援のた

めの連絡会・交流会等を開催する事業 

通いの場である「かとうまちかど体操教室」の参加人数の増加に向けて、特に要支援・要介護者

の参加を促すため、利用効果の見える化を実施し、地域住民や介護に関わる専門職への啓発と、通

いの場への移動支援体制の検討を実施するとともに、入浴施設や商業施設等地域の資源の有効活用

につながるような通いの場を目指します。 

また、かとうまちかど体操教室や介護ファミリーサポート事業等で高齢者を支える側となるサポ

ーター養成講座の継続と、フォロー研修、サポーター同士の情報交換会、個別相談等を実施します。 

介護サービス事業所への研修会等により、自立支援の意識づくりと技術・知識の向上を図るとと

もに、自立支援型プラン作成により、かとうまちかど体操教室等の地域介護予防活動支援事業へ移

行できるよう支援体制を整備します。 

【地域介護予防活動支援事業の種類】 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域介護予防活動支援事業 

利用者数 人 392 457 450 460 470 480

実施回数 回 26 30 30 32 32 32

■かとうまちかど体操教室 

教室数 箇所 61 60 61 62 63 64

■地域回想法スクール 

累計グループ数 
グル
ープ

23 26 30 32 33 34

事業名 事業内容 実施主体 

地域介護予防活動

支援事業 

ボランティアや地域活動組織の養成

及び支援。介護予防サポーター等の

養成やまちかど体操教室リーダーの

支援 市 

地域回想法スクー

ル事業 

心と脳を活性化する回想法スクール

を希望される地区で実施 

かとうまちかど体

操事業 

いきいき百歳体操や市のオリジナル

体操を住民主体のグループで実施 

地域住民（市が

支援） 

事業内容 

今後の方針 
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⑦ 地域リハビリテーション活動支援事業 

介護予防の取組の機能を強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等への

リハビリテーション専門職等による指導や助言を行うとともに、その実践方法等の評価・検証を実

施し、多職種間での連携を図るため意見交換や情報共有する事業 

リハビリテーション専門職等の連携をより深め、地域における介護予防の取組を強化します。 

また地域住民への事業の周知や、介護支援専門員との連携により住民主体の通いの場等へのリハ

ビリテーション専門職等の関与を促進します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■リハビリテーション専門職等の関与 

通いの場 回 28 24 30 30 35 35

講座、地域ケア会議 回 22 31 30 30 30 30

訪問等 回 8 9 12 15 15 15

【介護予防・日常生活支援総合事業の推進 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護予防を心がける市民の割合（市民アンケート） 

％ 67.6（R2） 81.2 ― ― 81.8 ―

■かとうまちかど体操教室への 65 歳以上の参加 

参加者数 人 630 726 740 750 770 790

参加割合 ％ 5.9 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3

事業内容 

今後の方針
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⑧ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

高齢者の医療・健診・介護情報等 KDB システム等のデータを活用し、保健事業と介護予防を一体

的に実施する。高齢者に必要なフレイル予防（運動、口腔等）の集団指導と必要時個別相談を実施

する事業 

リハビリテーション専門職や歯科衛生士との連携により、市の高齢者の実態を地域に啓発すると

ともに、口腔や運動での個別支援や必要時医療や介護サービスへつなげます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

実施回数 回 16 16 16 24 24 24

参加人数 人 160 187 190 280 280 280

⑨ 総合事業の充実化についての検討事業 

中長期的な総合事業の充実に向け、今までの利用者数や実施団体数等のデータを活用し、医療・

介護関係者との連携のもと、サービスに求められる質や体制づくりについて柔軟に検討していく事

業 

総合事業の評価を、医師会等の関係団体や専門職と連携して実施し、将来の介護人材確保の視点

を含め、総合事業の質の向上やサービス提供体制の構築につなげます。 

事業内容 

今後の方針

事業内容 

今後の方針
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（２）高齢者の社会参加の促進と生きがい対策事業の充実 

高齢者がお互いに交流を深めながら地域と主体的にかかわり、ボランティアや健康づくり等の社

会参加を通じて、生きがいのある豊かな高齢期を送ることができるよう、シニアクラブ（老人クラ

ブ）の活動継続を支援するとともに、高齢者大学等学習機会の提供に努めます。また、敬老事業で

は、対面でできる方式を基本とし参加しやすい環境づくりに努め、高齢者の社会参加の促進を図り

ます。 

① シニアクラブ（老人クラブ） 

生きがいを高めるための活動や健康づくりのための活動、社会奉仕活動、高齢者相互支援活動な

どを実施 

会員数の低下や役員のなり手不足といった地域の実情を把握し、シニアクラブ（老人クラブ）活

動が継続できるよう加東シニアクラブ連合会と協議し、原因の分析及び対策の検討を継続します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■シニアクラブ（老人クラブ） 

クラブ数 クラブ 85 82 82 83 83 83

② 敬老事業 

高齢者の長寿を祝福し、末永い健康を保持されることを励ますための催しを、まちづくり協議会

が企画運営し開催する事業 

コロナ禍では、感染症対策として記念品個別配布を実施していましたが、まちづくり協議会と協

議し、対面でできる方式を基本とし、参加しやすい敬老会を実施できるよう支援します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域づくり活動に参加者として参加意向のある高齢者の割合（日常生活圏域ニーズ調査） 

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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％ 59.1（R2） 46.8 ― ― 52.0 ―

■生きがいがある高齢者の割合（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ 70.8（R2） 74.5 ― ― 78.0 ―

■シニアクラブ（老人クラブ）の加入者数 

人 4,512 4,269 4,103 4,120 4,120 4,120

■敬老事業の後期高齢者の参加率 

％ ※ ※ ※ 29.0 30.0 30.0

※記念品配布 

③ 高齢者大学等 

高齢者が前向きな人生観を持って積極的に人間関係をつくり、地域活動に参加するための基礎的

な能力を身につけるための教養講座・クラブ活動などを実施 

学習の機会やサークル活動等を通じて人とのつながりが増え、高齢者が生きがいを持てるように

生涯学習の機会の提供に努めます。また市民の新たなニーズに対応するため情報収集を続け学習機

会の充実に努めます。高齢者大学と連携し、介護予防・生活支援サポーター等地域を支える人材育

成を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■高齢者大学 

実施回数 回 16 18 19 19 19 19

登録者数 人 220 205 203 346 352 359

参加延人数 人 649 1,017 1,084 1,799 1,830 1,866

事業内容 

今後の方針 
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２．高齢者を支える人材育成と活躍の場の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して日常生活を営むには、地域住民が共に支え合う地域づくりを

進めていくことが重要です。高齢者の自主性や多様性を尊重しながら、高齢者の知識、経験や能力

を社会の様々な分野に活かせるよう取組を推進することで、ひいては介護予防・健康づくりにつな

がるため、高齢者が主体的に活動に取り組める体制づくりが必要です。 

そのため、地域で高齢者の介護予防や生活支援を行う介護予防・生活支援サポーター等の養成を

推進するとともに、高齢者の生活支援、社会参加支援につながる取組を推進します。 

（１）地域の介護予防・生活支援を担う人材育成 

地域の担い手を増やすため、介護予防・生活支援サポーターや地域回想法リーダー、認知症サポ

ーターの養成を行い、地域住民の自発性に基づき、その意欲・能力や状況に応じて主体的な関わり

を促進する取組を進めます。 

① 介護予防・生活支援サポーター養成講座 

高齢者の介護予防や生活支援に関わる人材を養成する講座 

サポーターの新規登録数の増加を目的に、養成講座の工夫や参加が望まれる方への声かけや各種

団体等に対し啓発を実施します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護予防サポーター 

養成者数（実数） 人 119 128 131 135 140 145

活動者数 人 31 33 46 48 50 52

■生活支援サポーター 

登録者数（実数） 人 94 102 105 108 111 114

活動者数 人 13 17 12 14 15 16

※介護予防サポーター・生活支援サポーターは実人数の累計に変更（令和３年度から） 

事業内容 

今後の方針 
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② 地域回想法講座及び地域回想法スクール 

回想法を地域に広めるボランティアの養成と活動支援の講座及び研修 

回想法を取り入れることで認知症・うつ予防につながること等を情報発信し、講座の普及・啓発

を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域回想法リーダー養成 

養成者数（実） 人 14 15 9 15 15 15

研修参加者数（延） 人 25 36 24 36 36 36

【評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域づくり活動に企画・運営側として参加意向のある高齢者の割合 

（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ 32.5（R2） 25.3 ― ― 29.0 ―

■介護予防サポーターのうち活動する人の割合 ※母数 R3～養成実数

％ 26.1（R2） 25.8 35.1 35.6 35.7 35.9

■生活支援サポーターのうち活動する人の割合 ※母数 R3～活動希望実数

％ 31.0 50.0 34.3 38.9 40.5 42.1

事業内容 

今後の方針 
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（２）就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進 

地域活動や事業の立ち上げについて情報提供を行います。またシルバー人材センター事業を通じ

て、高齢者の就業を支援する一方、ボランティア等の社会活動、地域活動などへの参加を令和 5年

9 月から開始した「加東シニアいきいきポイント事業」によって、より一層促進し、地域社会で活

躍できる機会を提供します。 

① シルバー人材センター事業 

高齢者の就業機会の提供、情報提供、講習会を実施 

シルバー人材センターの会員数・就業率が増加傾向であり、引き続きシルバー人材センター事業

の活動内容を把握し、働く場の紹介や利用につなげます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■シルバー人材センター活動（シルバー人材センター） 

会員数 人 393 398 400 405 405 410

会員数 男 人 237 238 236 239 239 240

会員数 女 人 156 160 164 166 166 170

就業率※ ％ 96.4 98.5 98.0 98.0 98.0 97.5

就業延人員 人 51,164 52,250 53,000 53,200 53,200 53,100

※ 就業率は年度途中退会者の実績含む 

事業内容 

今後の方針 
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② 加東シニアいきいきポイント事業 

自らの知識や能力などを生かした活動や行事の手伝い、施設内移動の見守り、話し相手等のボラ

ンティアを行った場合にポイントを付与する事業 

高齢者施設での活動や介護予防活動により、人とのつながりと高齢者の生きがいが高まるよう研

修や情報交換会の実施、必要時個別相談を行い支援します。それに伴い、ボランティア新規登録、

高齢者施設等の受け入れ登録の増加を目指し、委託先シルバー人材センターとの連携を強化します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■ボランティアポイント制度 

受け入れ施設 箇所 ― ― 20 23 26 29

登録人数 人 ― ― 100 120 140 160

【就業・事業の立ち上げ・ボランティア活動の促進 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■ボランティアに参加したいとは思わない市民の割合（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ 33.2（R1） 41.4 ― ― 37.3 ―

事業内容 

今後の方針 
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基本目標２ 高齢者を地域で支える仕組みづくり 

  （地域包括ケアシステムの深化・推進）

高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続するためには、介護保険制

度によるサービスのみならず、その他のフォーマルやインフォーマルの多様な社会資源を本人が主

体的に活用できるようにする地域包括ケアを推進します。また、医療、介護、介護予防、住まい及

び生活支援が包括的に提供されるネットワークを地域で支える様々な仕組みを更に進めてまいり

ます。 

地域包括支援センターは、身近な地域における高齢者の総合相談、権利擁護、医療・福祉・介護

予防などの必要な支援とともに、地域の支援体制づくりを担うことから、地域包括ケアシステムの

中心的役割を果たすことが求められています。 

地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであり、制

度・分野の枠や「支える側」、「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様な主体による

介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充実を推進することや、重層的支

援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うこと、認知症への社会の

理解を深める取組を進めます。 
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避難行動 

要支援者名簿
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１．包括的な地域ケア体制の充実    

今後ますます高齢者が増加し、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する必要があり、地域包括

支援センターの機能強化や包括的な支援体制の構築など、これまでの取組を踏まえつつ、さらに地

域包括ケアシステムを推進する必要があります。 

地域包括ケアを推進するために、地域包括支援センターの相談業務や地域ケア会議等を通じて多

職種が協働して地域におけるネットワークを構築し、地域が抱える課題の解決に向けて継続的に支

援するなど、支援体制をさらに充実させます。 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、今後の高齢化の進展等に伴い増加するニーズに適切に対応するため、

機能や体制の強化を図る必要があります。地域包括支援センターに配置を義務付けられている３職

種は、現状では配置できていますが、業務量に応じた人員体制の安定的な確保と人材育成に取り組

みます。 

また、地域における相談支援の機能として、関係機関との連携強化に努めており、さらに、地域

包括支援センター機能の自己評価の結果に基づいて、これを踏まえた地域包括支援センター運営協

議会での検討を通じて業務の点検と改善を行い、業務の質の向上に努めます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■ブランチへの見守り依頼件数 

件 13 7 4 10 10 10

■民生委員・児童委員からの相談・連絡件数 

件 92 103 105 108 111 115
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（２）属性を問わない相談支援の充実 

複雑化・複合化した課題を抱えるケースについては、そのニーズに対応するため、重層的支援体

制整備事業による関係者の連携での対応を実施しており、チームでの円滑な支援に継続して取り組

みます。 

また、独居高齢者のアウトリーチ活動により実態把握を行うとともに社会的孤立を防ぐために、

地域の通いの場等の居場所や社会参加に丁寧につなぐことを意識した継続的な関わりに努めます。 

【実績値】 

単位

実績値 

令和３年度 令和４年度
令和５年度 

（見込み）

■各種相談実績

総合相談 件 4,834 6,042 6,680

成年後見制度相談（再掲） 件 16 12 10

高齢者虐待相談（再掲） 件 71 62 80

福祉総合相談窓口 件 33 30 31

消費生活相談 件 68 131 146

介護サービス苦情相談 件 3 5 3

（３）地域ケア会議の充実とケアマネジメントの向上 

「個別課題の解決」、「地域包括支援ネットワークの構築」、「地域課題の発見」、「地域づくり、資

源開発」、「政策の形成」の 5つの機能を有する地域ケア会議により、多職種が専門的視点により協

働して個別課題の解決を図るとともに、自立支援に資するケアマネジメントの実践力支援を行って

おり、引き続き関係機関の連携を強化するとともに、個別ケースの課題の分析から地域に共通する

課題を発見し、地域住民のニーズに合ったサービスの基盤整備につなげていきます。 

また、自立支援型のケアマネジメント研修等を通じて介護支援専門員のスキルアップを図ること

により、利用者の自立支援に資するケアプランの立案を推進します。 

【地域ケア会議の充実 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域ケア会議開催状況 

課題会議 

開催回数 
回 9 9 9 9 9 9

課題会議 

検討件数 
件 16 18 18 18 18 18

個別会議 

開催回数 
回 9 10 5 7 9 11

個別会議 

検討件数 
件 9 10 5 7 9 11
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２．家族介護者に対する支援の充実 

介護が必要な高齢者とその家族を取り巻く社会環境が日々変化していく中で、新たな視点での家

族介護者に対する支援の充実が求められています。 

今後、ますますの高齢者増加が見込まれる中、従来の家族介護者支援を継続しつつヤングケアラ

ーの家族介護者支援に取り組むことが重要です。そのため、重層的支援体制整備事業等による障害

分野や福祉分野など他分野と連携促進を図っていくことが必要です。 

（１）家族介護が継続できるための施策の推進 

認知症を含む要介護状態等にある高齢者の家族介護やヤングケアラーにとって、いつでも身近な

地域で気軽に相談ができる体制と、介護と両立しながら仕事を続けられるための環境、適切な介護

知識や技術を習得すること、各種サービスの利用方法を知ること、そして介護者自身が心身のリフ

レッシュを図ることが重要です。 

そのため、家族介護者の経済的負担を軽減するために、家族介護用品支給事業を継続し、家族介

護者のリフレッシュを図るために、「茶話会（家族介護者のつどい）」を開催し、在宅介護に関する

情報交換・意見交換を行う機会を提供します。また、ヤングケアラーに対しては、地域包括支援セ

ンターの総合相談支援機能を活用しつつ、他分野と連携促進を図っていくため、情報共有体制を整

えます。 

① 茶話会（家族介護者のつどい） 

介護の悩みを一人で抱え込まないよう、介護者同士が集い、在宅介護に関する情報交換・意見交

換を行う機会を提供する事業 

介護者のつどいに参加することで家族介護者の心身両面での介護負担軽減を図るために、関係機

関による開催支援として、対象者の把握と連携に努めます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■茶話会（家族介護者のつどい） 

回 4 5 6 6 6 6

事業内容 

今後の方針 
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② 家族介護用品支給事業 

介護認定が 4又は 5 の要介護者を介護している家族に対して、2か月に 1回、自宅へ介護用品を

配送し支給する事業 

家族介護者の経済的負担の軽減を図りつつ、継続的に支援できるよう事業の対象者を検討します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■家族介護用品支給事業 

人 131 128 130 135 140 145

 ヤングケアラーへの支援 

ヤングケアラーに対して、相談支援や他分野との情報共有体制の構築と介護保険サービス事業等

を周知する事業 

対象者の早期把握のため、他分野との連携に努めるとともに、相談窓口の周知啓発及び相談体制

の整備により、ヤングケアラーの孤立を防止します。 

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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３．認知症高齢者への支援の充実（若年性認知症を含む） 

認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になること等も含め、多くの人

にとって身近なものとなっています。 

令和 5年に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」では、認知症の人が尊厳

を保ち、希望を持って暮らし続けられる共生社会の実現を目指し、認知症に関する総合的な施策を

計画的に取り組んでいくことが定められています。 

本市においても、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の基本理念や認知症施策推

進大綱に基づき、認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続けることがで

きる社会の実現を目指すために、認知症施策を推進していく必要があり、地域や職域で認知症の人

を支援する認知症サポーターの養成を進めるとともに、地域の支援ニーズとつなぐ仕組みづくりに

より、認知症当事者も地域を支える一員として社会参加することの支援や個別の状況に総合的に応

じる相談体制の整備等に取り組んでいきます。 

（１）認知症ケアネットと相談支援体制の推進 

認知症ケアネット（認知症ケアパス）とは、認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の

容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければいいのか、これ

らの流れをあらかじめ標準的に示したもので、認知症に関する基礎的な情報とともに、周知するた

めのものであり、これを積極的に活用することで早期での相談支援体制を推進しています。認知症

ケアネット（認知症ケアパス）は、定期的な情報更新を行っており、認知症相談センターや介護支

援専門員が活用することで、介護者の不安や負担軽減を図りつつ適切な相談対応に取り組めるよう

にしています。 

認知症に関して不安を抱いている本人や家族にとって、地域の身近な認知症相談窓口である認知

症相談センターは本人や家族支援の大切な地域資源となるものであることから、広報や加東ケーブ

ルビジョンのほか、各種事業やイベントの啓発も含むあらゆる機会に情報発信に努め、認知症の相

談窓口の周知を図るとともに、相談体制の推進に努めます。 

【認知症ケアネットと相談支援体制の推進 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■認知症相談センター利用状況 

相談件数 初回 件 105 158 82 100 120 140

相談件数 継続 件 227 294 232 240 250 260

■認知症の相談窓口を知っている人の割合（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ ― 26.4 ― ― 30.0 ―
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（２）認知症の早期発見・早期支援の取組 

（物忘れ相談プログラム・認知症初期集中支援事業） 

認知症への早期の気づきは、治療できる病気の発見や、認知症の進行を緩やかにすることを可能

にします。そのため、全世代に対して認知症予防の啓発や、軽度認知障害の状態にある方の早期発

見・早期受診の重要性を啓発することが必要です。広報誌や加東ケーブルビジョン、ホームページ、

各種事業等を積極的に活用し、身近なかかりつけ医へ早期に受診、または相談窓口を利用できるよ

う広く周知を図ります。 

認知症の人や家族に早期に関わり、継続的な医療サービスや適切な介護保険サービスの利用に繋

げる認知症初期集中支援事業の質の向上に努めます。

① 物忘れ相談プログラムともの忘れ簡易スクリーニング検査の活用 

窓口相談等における物忘れ相談プログラムやもの忘れ簡易スクリーニング検査の活用による認

知症の疑いのある人の早期発見・早期支援の実施。 

まちぐるみ総合健診やイベント、窓口相談等で物忘れ相談プログラムの実施や、訪問時等にもの

忘れ簡易スクリーニング検査を積極的に活用し、市民自らが自己チェックできる機会を拡充し、適

切な医療や通いの場へ参加する動機付けとなるよう活動します。 

また、まちかど体操教室や物忘れ予防カフェ等の地域の通いの場で、定期的に参加者の自己チェ

ックを促すなど、認知症の疑いのある人の早期発見・早期支援ができるよう取り組みます。 

早期対応が必要な方については、認知症初期集中支援チームにつなげたり、関係機関と連携しな

がら対応します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■物忘れ相談プログラムの活用 

回 328 361 340 350 360 370

■軽度認知症の疑いがある高齢者訪問件数 

件 61 57 50 55 60 65

事業内容 

今後の方針 
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② 認知症初期集中支援事業 

認知症が疑われる症状がある人や継続的な医療サービスを受けていない人、適切な介護サービス

に結び付いていない人、医療・介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため

対応に苦慮しているケース等を対象に、認知症初期集中支援チーム員が訪問し、複数の専門職がチ

ームでアセスメントし、本人や家族などへの初期支援を概ね 6か月間、包括的・集中的に行い、自

立生活のサポートを実施。 

認知症初期集中チーム員会議を開催し、専門職がケースについて今後の支援方法の検討や支援報

告を実施。認知症初期集中支援事業検討委員会を開催し、事業報告や課題整理の実施。 

認知症にて介護や医療サイドからの専門性が高く個別支援が必要なケースについて、認知症初期

集中支援チームで対応します。認知症サポート医をはじめとした認知症初期集中支援チーム員間の

連携を強化し、対応力の向上を図り、認知症状の改善に向けた支援体制を充実させます。また、事

業についての認知度が低いため、市民、関係機関への普及啓発を行います。 

【認知症の早期発見・早期支援の取組 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■認知症初期集中支援チームが介入した人数 

件 16 11 14 15 16 17

事業内容 

今後の方針 
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（３）地域における支援体制の強化 

（認知症サポーター養成講座、ひとり外出見守り・ＳＯＳネットワークなど） 

「認知症施策推進大綱」における「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とと

もに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味です。 

認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生き

ていくことができるような環境整備のため、生活のあらゆる場面で普通に暮らし続けていくための

障壁を減らす「認知症バリアフリー」の取組を推進します。そのため、引き続き認知症サポーター

養成講座を実施し、認知症及び認知症の人の理解を深めるとともに、認知症サポーターをはじめと

した、支え合いの担い手と認知症の人やその家族の支援ニーズをつなげる仕組みであるチームオレ

ンジの活動を支援し、認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバン・メイトの主体的な活

動支援により、認知症の人が安心して暮らし続けられる地域づくりを進めます。 

また、ひとり外出見守り・ＳＯＳネットワークの連携体制がより実効性のある支援体制となるよ

う推進します。 

① 認知症サポーター養成講座 

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者（サポーター）を養成する

講座 

職域や学校、地域住民等を中心に認知症サポーター養成講座の更なる促進と活躍の仕組み（チー

ムオレンジの活動支援）づくりを既存の社会資源と連携しながら取り組みます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■認知症サポーター養成数 

人 326 181 180 200 220 240

事業内容 

今後の方針 
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② 認知症キャラバン・メイト活動支援事業 

認知症サポーター養成講座の講師役となる「キャラバン・メイト」の養成及び活動を支援する事業 

キャラバン・メイト連絡会等を開催し、キャラバン・メイト同士が顔を合わせる機会を持ち、役

割や活動の再認識を図ります。また、チームオレンジの取組や活動について地域住民に周知し、認

知症サポーターやキャラバン・メイトによる主体的な活動を広げます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■認知症キャラバン・メイト登録数 

累計数 人 154 155 156 157 158 159

■キャラバン・メイトのうち活動する人の割合 

％ 6.5 3.9 5.0 6.0 7.0 8.0

③ ひとり外出見守り・ＳＯＳネットワーク 

認知症（かもしれない）の方が安心・安全に外出できるよう事前登録を行い、地域の人や協力機関

の目配りによる外出支援を行い、行方不明が発生した場合には、早期発見に協力するネットワーク 

ひとり外出の可能性のある認知症（かもしれない）の方の事前登録について啓発し、より多くの

方のひとり外出を見守り、行方不明の事前防止につなげます。 

ひとり外出見守り声かけ体験ウォーキング（模擬体験）を地域等で実施し、多世代による地域の

見守りの目を増やすことで、より安心・安全に外出ができる環境を作ります。 

また、多くの店舗や事業所に、協力機関になってもらえるよう登録を啓発し、見守りネットワー

クの強化に努め、認知症に対する理解促進や地域での見守りに対する意識の向上を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■ひとり外出見守り・ＳＯＳネットワーク 

協力機関 ― 214 215 218 220 222 224

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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（４）認知症（若年性認知症を含む）の人とその家族の支援 

若年性をはじめとした認知症の人は、認知症の診断を受け、適切な治療を開始できたとしても、

今後の家庭生活や仕事などに大きな不安を抱えることとなり、心理面、生活面の早期からの支援が

必要です。 

家族の負担軽減を図るため、認知症の人とその家族の意見を重視しながら、地域住民が相互に情

報を共有・支援を促進する場として物忘れ予防カフェの内容の充実と普及を図るとともに、ヤング

ケアラーに対しては地域包括支援センターの総合相談や重層的支援体制整備事業等を活用しつつ、

他分野と連携促進を図っていきます。 

また、保健・医療・介護・福祉等の支援関係機関、企業等労働関係、地域住民に対して若年性認

知症の理解促進を図る取組を行い、日常生活での困りごとを実感したときに当事者が孤立すること

なく、受診・相談の必要性に気づき、早期支援につながるよう、普及啓発に努めます。 

① 認知症家族介護者のつどい 

介護の悩みを一人で抱え込まないよう、介護者同士が集い、在宅介護に関する情報交換・意見交

換を行う機会を提供する事業 

家族介護者のリフレッシュを図るために、介護者のつどいが定期開催されるよう、各事業所へ働

きかけます。 

② 物忘れ予防カフェ 

認知症の人を介護する家族の負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職

など誰もが参加でき、物忘れを予防する内容や認知症について学び、悩みを相談したり、交流でき

たりする場 

各物忘れ予防カフェへ必要に応じて専門職派遣を行う等、開催内容の活性化を図り、継続的に開

催できるよう支援するとともに、認知症の人を介護する家族の負担の軽減に努めます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■物忘れ予防カフェ 

箇所 14 14 15 15 15 15

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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４．多様な生活支援の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療や介護だけではなく、

日々の生活を円滑に行えるようにするサービスの充実が求められます。 

高齢者の地域での生活支援に関する多様なニーズに応じたきめ細かな福祉サービスの充実を図

ります。 

（１）生活支援体制の整備促進 

高齢者単身世帯や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の人の増加に対応し、日常生活上の支援が必要

な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援

サービスを整備していくために、「生活支援コーディネーター」や協議体による地域のニーズや資

源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等を通じ、生活支援サービスを担

う事業主体の支援、協働体制の充実・強化を図り、社会的孤立を生まない、豊かでつながりのある

地域づくりを目指します。 

① 生活支援体制整備事業 

地域包括ケアシステムの推進にあたり、介護予防や重度化予防及び生活を支えるためのサービス

が地域の身近なところで提供される体制を整備するための事業。コーディネート役となる「生活支

援コーディネーター」の配置と協議体の設置・運用を行い、住民による主体的・自発的な地域づく

りを支援する事業 

各地域における既存協議体活動に働きかけ、各団体、関係課と連携を図り、地域での活躍の場を

設けます。また、地域課題に対し、住民を主体とした解決が図れるよう、地域の情報発信や地域活

動の啓発を工夫しながら、各種サービスも活用し、地域サービスを創出していきます。 

【生活支援体制の整備促進 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■新たな生活支援サービス 

件 3 4 5 5 5 6

■協議体に参加した回数 

回 43 37 40 41 42 43

事業内容 

今後の方針 
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（２）多様なサービスの充実 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、自立した日常生活や社会活動を営めるよう、高齢者の地

域での生活支援に関する多様なニーズに応じた、きめ細やかな福祉サービスの充実を図ります。福

祉タクシー券利用助成事業では、対象者、枚数制限についてデマンド型交通の実証実験を踏まえて

見直しを行います。 

【関連する主な事業】 

事業名 事業内容 実施主体 

老人等給食サービス 
一人暮らし高齢者などに給食サービスを

提供し、健康づくりの支援を行うサービス 
社会福祉協議会 

外出支援サービス 
外出が困難な高齢者などに対し、通院・通

所・買い物、その他の利便を図るサービス 
社会福祉協議会 

福祉機器・用具の貸与 
介護保険制度などによる貸与が困難な方

に対し、福祉機器や用具を貸与する事業 
社会福祉協議会 

生活管理指導短期宿泊事業 

社会適応が困難な高齢者に対し、短期間の

宿泊により日常生活に対する指導や体調

管理を行い、要介護状態への進行を予防す

る事業 

市 

日常生活用具給付・貸与事業 
在宅の一人暮らし高齢者などに対する日

常生活用具の給付・貸与する事業 
市 

緊急通報システム貸与事業 
在宅の一人暮らし高齢者宅などに緊急通

報装置を設置する事業 
市 

はり・灸・あんま・マッサージ・

指圧施術費助成事業 

高齢者などに対して、はり、灸、あんま等

の施術費の一部を助成する事業 
市 

福祉タクシー券利用助成事業 

通院・買い物など高齢者等の閉じこもり予

防や外出を支援するため、タクシー利用料

の一部を助成する事業 

市 

おうちで安心見守り事業 

一人暮らし高齢者に対し、家族が無線通信

機を内蔵し、人感センサー等の機能がつい

た機器を購入する費用の一部を助成する

事業 

市 

おでかけ安心ＧＰＳ事業 

認知症等により「ひとり外出（徘徊）」の

心配がある人を見守るため、家族がＧＰＳ

による位置探索が行える機器を購入する

費用の一部を助成する事業 

市 
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【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■老人等給食サービス 

利用者数 人 141 137 130 136 136 136

食数 食 7,578 8,041 7,800 7,806 7,806 7,806

■福祉有償運送 令和 4年 11 月～開始 

利用者数（延べ） 人 ― 37 120 120 120 120

■福祉車両貸出 

利用者数 人 40 31 35 35 35 35

利用回数 回 301 325 310 312 312 312

■福祉機器・用具の貸与 令和 3年度より実数 

実人数 人 69 80 50 40 30 30

■生活管理指導短期宿泊事業 

利用者数 人  0 0 1 1 1 1

利用日数 日 0 0 2 2 2 2

■日常生活用具給付・貸与事業 

利用者数 世帯 1 1 1 1 1 1

■緊急通報システム貸与事業 

設置台数 台 279 276 280 280 290 290

■はり・灸・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業 

申請者数 人 51 50 50 50 55 55

利用回数 回 216 153 160 160 170 170

■福祉タクシー利用券助成事業 

申請者数 人 2,029 1,993 1,980 1,980 1,950 1,920

利用枚数 枚 33,714 33,232 32,900 32,900 32,270 31,870

■おうちで安心見守り事業 

― 0 0 0 1 1 1

■おでかけ安心ＧＰＳ事業 

― 1 0 2 2 2 2
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【多様なサービスの充実 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■高齢者の地域活動への参加率（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ 15.2（R1） 9.9 ― ― 11.0 ―

■高齢者福祉サービスの取組に対する満足度 

（市民アンケート） 

％ 82.1（R2） 79.7 ― ― 81.2 ―
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５．在宅医療・介護連携の推進 

（１）医療と介護の連携強化 

 医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない支援の提供体制の構築

を推進するために、市民や地域の医療・介護関係者と地域の目指すべき姿を共有し、医療機関や介

護サービス事業者など多職種の連携を推進します。 

① 在宅医療・介護連携推進事業 

関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築する事業 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制構築を推進するため、医療・介護関係者の研修会の開催

や情報共有の支援を行います。また、市民への普及啓発を行い、在宅医療・介護連携への理解を促

すとともに市民が学び選択できる視点を持てるようになることを目標に地域ケア・かかりつけ医連

絡会等で検討しながら実施します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■医療に関する相談件数 

件 360 421 340 370 400 430

■地域ケア・かかりつけ医連絡会開催回数 

回 2 3 3 3 3 3

■介護医療関係者研修開催回数 

回 2 2 2 2 2 2

【医療と介護の連携強化 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■かかりつけ医を持つ人の割合（市民アンケート） 

％ 
64.2 

（R2)
69.1 ― ― 72.0 ―

■今後の住まいや生活について誰かと話し合ったことがある高齢者の割合（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ ― 44.8 ― ― 50.0 ―

事業内容 

今後の方針 
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権利擁護の取組の充実 

権利擁護事業が必要な高齢者に対して適切に利用されるよう、相談窓口・制度の周知啓発、多様

な支援機関や専門職種のさらなる連携強化に取り組みます。 

（１）高齢者虐待防止ネットワークの推進 

高齢者虐待への迅速かつ適切な対応を図るため、高齢者虐待の対応窓口の周知徹底、介護支援専

門員や養介護施設従事者等の介護サービス関係者への虐待防止の研修の実施、虐待防止に関する制

度等についての啓発が必要です。また、早期発見・見守り体制の強化のため、保健医療福祉サービ

スや関係専門機関の介入支援等を図るためのネットワークの推進に取り組みます。 

・市民に対する高齢者虐待についての普及啓発。 

・高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催等による関係機関や民間団体との連絡協力体制の整備。 

・介護サービス関係者の資質向上のための高齢者虐待防止研修の実施。 

・高齢者虐待の予防及び早期発見、早期支援のため、市民に対する相談窓口の周知、関係機関と

の連携協力体制を強化します。 

・高齢者虐待の相談・通報があった場合、高齢者への迅速かつ適切な対応を図るとともに、養護

者への支援による再発防止に努めます。 

・介護支援専門員や養介護施設従事者等の介護サービス関係者に対する研修機会を設け、高齢者

虐待を未然に防止するための取組や、高齢者虐待の相談・通報窓口について周知を図ります。 

【実績値】 

単位 

実績値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

相談・通報件数 件 6 6 6

虐待・対応件数 件 5 5 5

※養護者及び養介護施設従事者等による虐待に関する相談・通報

事業内容 

今後の方針 



111 

（２）成年後見制度の利用促進に向けた取組 

認知症高齢者の増加に伴って、成年後見制度をはじめとする権利擁護のための制度のニーズも高

まっていくことが見込まれており、北播磨定住自立圏構想にて成年後見事務の共同実施について検

討しています。近隣市と十分な検討を行い、市に適した中核機関の設置、地域連携ネットワークの

構築に努めます。 

①  成年後見制度利用促進事業 

成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族等に対して、成年後見制度の説明や申立てに

当たっての関係機関の紹介等を行うとともに、成年後見制度の周知や専門職との連携を図ることに

より、支援の必要な人の把握を行う事業 

 成年後見制度の利用促進を図るため、中核機関を設置し、地域連携ネットワークの構築を図ると

ともに、パンフレットの活用等により普及啓発を行います。 

 中核機関の機能（広報、相談、利用促進、後見人支援等）の有効かつ円滑な実施のため、近隣市

と協力しながら、一部委託や助成制度のあり方等を検討し、支援の必要な人が成年後見制度を利用

できるような仕組みを整備します。 

 成年後見制度や地域連携ネットワークでの取組や課題を協議する協議会に参画し、地域の実情に

合った運用が図れるよう努めます。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■成年後見制度相談延べ件数 

件 16 12 10 15 20 25

事業内容 

今後の方針 
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７．居住・生活環境の整備・充実 

今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは、

老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実現の観点からも非常に重要な課題です。 

そのため、安心して住み続けることができる高齢者の住まいづくりの支援のために、地域の人口

動態、医療・介護ニーズや住まいに関するニーズを汲み取り、高齢者が安心安全に暮らし続けられ

るよう計画的に対応していきます。 

（１）高齢者にやさしい居住環境づくりの推進 

（人生いきいき住宅助成事業） 

高齢者ができる限り自宅で安全に安心して生活できるよう、住宅改修が必要な高齢者に対して、

相談・助言を行い、住宅バリアフリー化が行えるよう支援します。また、住宅の改修を希望される

方に対して、理学療法士等が住宅改修に関する相談、助言を行うとともに、介護保険制度などの利

用に関する指導を行います。 

① 人生いきいき住宅助成事業 

要支援及び要介護の高齢者等に対応し住宅改修に関する相談・助言を行い、介護保険制度での補

助（上限 20 万円）を超える工事について、必要経費の一部を助成する事業 

対象者の担当介護支援専門員から世帯状況の把握に努め、また、県の同事業の動向に留意し、必

要時制度改正を滞りなく行い住環境の整備を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■人生いきいき住宅助成事業 

世帯 15 13 13 15 15 15

事業内容 

今後の方針 
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② 住宅改修相談事業 

高齢者などが安全に安心して生活できるよう人生いきいき住宅助成事業の申請者宅へ訪問し、保

健師、理学療法士、社会福祉士などが住宅の現状や改修に関する相談、助言、工事内容の確認を行

うとともに、介護保険制度などの利用に関する指導を行う事業 

理由書を作成する介護支援専門員と理学療法士、作業療法士と合同で研修を行い、住宅改修の効

果的な工事等を検討する機会を設け高齢者が安心して自立した生活を送ることができるよう住環

境の整備を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■住宅改修（介護保険適用分） 

件 114 119 144 160 160 160

（２）安心できる居住の場の確保 

地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、その中で生活支援サービス等

を利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現されることが、保健、医療、介護等のサービス

が提供される前提となります。 

独居や生活に困窮した高齢者の増加が見込まれる中、地域における生活ニーズに合った住まいで、

保健、医療、介護等のサービスが利用でき、個人の尊厳が確保できる環境を確保するための見込み

量を把握に努めます。 

また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向けの住まいについて、利用状

況の把握に努め、必要な人への相談支援と情報の提供を継続するとともに、生活困窮者や社会的に

孤立する高齢者等、多様な生活課題を抱える高齢者に対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人

ホームについても、必要な人への相談支援と情報の提供が必要です。 

そのため、今後も引き続き、本市ホームページや広報誌も活用して、高齢者向けの住まいについ

て必要な人への情報提供を行います。 

高齢者が住みやすいまちづくりを推進するため、住生活の総合的な計画である「加東市住生活基

本計画（加東市住宅マスタープラン）」に基づき、誰もが安全・安心に暮らせる住まいとまちづくり

を目指します。 

事業内容 

今後の方針 
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８．災害時・感染症対策の充実 

災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、災害時の避難等に特に支援を要する高齢者等

の名簿情報を関係機関と共有し、災害発生時において、地域住民が協力して避難誘導や安否確認が

行える支援体制づくりに努めます。 

また、災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制

を構築することは重要であるため、介護サービス事業者への業務継続に向けた計画等の策定、研修

の実施、訓練の実施等に必要な助言及び適切な援助を実施しつつ、物資の備蓄や調達状況の確認を

実施し万一に備えます。 

（１）市民の防災意識の向上のための取組 

避難行動要支援者支援制度についての周知や、災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう

避難行動要支援者名簿情報の的確な把握・更新、地区・自治会への名簿情報の提供を推進し災害弱

者の避難体制を確立します。また、災害対策基本法の改正により、優先度の高い避難行動要支援者

について、おおむね 5年間（令和 3年度から令和 7年度）で個別避難計画を作成することが市区町

村の努力義務とされました。個別避難計画の作成をすることで、避難支援や安否確認等に活用する

とともに、平常時からの地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげ、地域における支援体制づ

くりや防災意識の向上を図ります。 

①  避難行動要支援者対策の推進 

災害発生時に円滑な支援が行えるように、避難行動要支援者名簿情報の更新を年 1回実施。地域

や関係機関と情報共有し、避難行動のための地域における支援体制づくりや防災意識の向上のため、

地域や関係機関と情報共有し、災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるよう、個別避難計画を

作成。

避難行動要支援者の避難の実効性の確保に取り組み、関係部局、福祉専門職、地域との連携のも

と、個別避難計画を引き続き作成します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■避難行動要支援者名簿登録者数 

人 1,101 1,309 1,270 1,440 1,650 1,730

■安心救急情報キット配布数 

セット 97 290 200 170 200 200

事業内容 

今後の方針 
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【市民の防災意識の向上のための取組 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■災害時の備えなどを意識している市民の割合（市民アンケート） 

％ (R2)59.4 65.1 ― ― 69.5 ―

（２）介護事業所の避難確保計画の作成支援 

水防法等の一部を改正する法律が平成 29年 6月 19 日に施行され、市町村の地域防災計画に記載

される「洪水や土砂災害のリスクが高い区域に位置する要配慮者利用施設」の管理者等に対して、

洪水や土砂災害を想定した避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。 

本市では、「加東市強靭化計画」に基づき、要配慮者利用施設として指定する洪水浸水想定区域・

土砂災害警戒区域内にある介護事業所について、前期計画中に避難確保計画の作成や避難訓練が実

施できるよう支援をしたところ、全 9事業所について、すべてが避難確保計画を作成し、うち 5事

業所で避難訓練を実施しました。今後は、介護事業所連絡会を通じて、介護事業所間で災害時相互

応援体制を構築してもらうよう調整を図ります。 
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（３）社会福祉施設等との防災協定に基づく福祉避難所の運営 

災害発生時に、必要に応じて開設される福祉避難所の運営について、必要となる対策や対応等を

あらかじめ関係機関等と整理しておく必要があります。 

本市では、施設利用者の安全確保及び施設の安定した運営ができるように、福祉避難所設置運営

マニュアルの説明会や意見交換会を開催し、現状と課題についての情報共有を図りました。 

今後は、福祉避難所の円滑な設置運営のために、他課、関係機関との調整、連携に努めます。 

【加東市福祉避難所一覧表（令和５年９月末現在）】 

施設名称 施設の種類
1 加東市介護老人保健施設ケアホームかとう 介護老人保健施設
2 デイサービスふく福 地域密着型通所介護
3 デイサービスセンターこみなみ　うれし野 認知症対応型通所介護
4 小規模多機能ホームこみなみ　うれし野 小規模多機能型居宅介護
5 ハートフル・デイサービス小島 通所介護
6 四つ葉さがし通所介護事業所 地域密着型通所介護
7 みくさ介護ステーション 地域密着型通所介護
8 特別養護老人ホーム　社すみれ園 介護老人福祉施設
9 短期入所生活介護　社すみれ園 短期入所生活介護
10 社すみれ園デイサービスセンター 通所介護
11 社すみれホーム 認知症対応型共同生活介護
12 特別養護老人ホーム　フロイデ滝野 介護老人福祉施設
13 特別養護老人ホーム　フロイデ滝野（短期入所） 短期入所生活介護
14 地域密着型特別養護老人ホーム　フロイデ滝野 介護老人福祉施設
15 フロイデ滝野デイサービスセンター 通所介護
16 グループホームたきの苑 認知症対応型共同生活介護
17 介護老人保健施設　サンスマイル北野 介護老人保健施設
18 介護老人保健施設　サンスマイル北野（短期入所） 短期入所療養介護
19 サービス付き高齢者向け住宅緑陽館 特定施設入居者生活介護
20 デイサービス大樹 地域密着型通所介護
21 愛の家グループホームとうじょう 認知症対応型共同生活介護
22 高齢者総合ケア福祉施設　伽の里 介護老人福祉施設
23 伽の里ショートステイサービス 短期入所生活介護
24 伽の里デイサービスセンター 通所介護
25 小規模多機能型居宅介護事業所　しんじょ 小規模多機能型居宅介護
26 救護施設　桃李園 救護施設（保護施設）
27 でんでん虫の家 就労継続支援B型事業所
28 カラコル 就労継続支援B型事業所
29 ケアホーム　あんも 短期入所支援事業所
30 生活介護事業所　あっと 生活介護事業所
31 加東市社福祉センター 　　―
32 旧加東市滝野福祉センター「はぴねす滝野」 　　―
33 加東市東条福祉センター「とどろき荘」 　　―
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（４）感染症に対する備え 

近年の災害の発生状況や、感染症の流行を踏まえ、介護事業所等と連携し防災や感染症対策につ

いての周知啓発、研修、訓練を実施するとともに、関係部局と連携して、介護事業所等における災

害や感染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ把握・整備し、関

係機関等が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築することが重要です。 

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが２類相当から５類

感染症へと位置付けが下がりましたが、新たな感染症が発生した場合でも、必要な介護サービスが

継続的に提供できる体制を構築し、介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、

研修、訓練の実施において必要な助言及び適切な援助を行います。 

① 感染防止と高齢者の孤立を防ぐ支援 

通いの場のリーダーや民生委員等を通じて、引き続き感染対策についての正しい知識の啓発とと

もに社会交流の大切さについての啓発を継続します。 

② 介護に関わる専門職が正しい知識を持つための取組 

在宅医療・介護連携推進事業等の既存の会議において、情報交換を行うと共に、連携の強化を図

っており、今後も介護事業所と連携し、感染症対策についての周知啓発、研修の継続的な支援を行

います。 

③ 介護事業所等が感染症発生時においても必要な介護サービスを継続するための連携・調整 

適切な介護サービスが継続されるよう、事業所が感染症発生時に人員配置・物資が確保できる体

制を作り、感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、業務継続レベルを決定する必要があります。

また、介護事業所が作成した感染症ＢＣＰ（業務継続計画）を定期的に点検、見直しをするよう指

導します。 
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基本目標３ 介護サービスの充実強化 

（介護保険制度の健全かつ円滑な運営）

介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう必要なサービス

を提供できる体制を整備することは、地域包括ケアシステムの構築には欠かせません。また、サー

ビスの量に対する整備とともに、その質の向上も不可欠です。 

中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉え医療提供体制と一体的に整備

していくことを含め、関係者間で介護サービス基盤の在り方について議論し、限りある地域の社会

資源を効率的かつ効果的に活用するため、既存施設や事業所の今後の在り方を含め検討を進めてい

きます。 

また、高齢人口がピークを迎える 2040（令和 22）年を見据え、日常生活圏域を踏まえた介護サ

ービス提供基盤の充実や、介護人材の確保、介護現場の生産性の向上、介護給付の適正化、公正・

中立でわかりやすい情報提供などに取り組みます。 

地域包括ケアシステムを支えていく介護人材の確保に関しては、ケアマネジメントの質の向上及

び介護支援専門員の人材確保や、同一事業所において介護保険サービスと障害福祉サービスの両方

を提供できる共生型サービスの活用、関係部局と連携し外国人介護人材の確保・定着等を推進して

いきます。 

介護現場の生産性向上に関しては、県が実施する生産性向上推進施策の事業者への周知、介護ロ

ボット・ＩＣＴ導入を進めていくための導入支援、文書負担軽減のための電子申請・届出システム

を遅滞なく使用できるよう準備する等、県と連携し介護現場の働きやすい環境づくりに向けた取組

を推進します。 

１．介護サービス基盤の充実 

（１）在宅サービス提供基盤の充実 

介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるよう、サービス利用見込量に応じた供給量の

バランスを見極めながら整備します。 

本計画中には団塊世代が後期高齢者となることから、サービスを受ける人の受け皿となる施設の

バランスが変わると見込まれるため、中長期的な人口動態や介護サービスの見込み等を適切に捉え

て、施設・サービス種別の変更など既存施設・事業所の在り方も含め検討し、地域の実情に応じた

介護サービス基盤を計画的に確保していきます。 

また、在宅療養型介護を支えるため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護などを普及させ、必要とする人の介護ニーズを適切に捉えて、

適切なサービスが受けられる体制を整えます。 
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【在宅サービスの種類】 

■居宅サービス 

サービス 内容 

訪問介護 
ホームヘルパーが自宅に訪問し、入浴や排せつ、食事の介護など

の日常生活の世話を行うサービス 

訪問入浴介護・介護予防訪問入

浴介護 
自宅に浴槽を持ち込み、入浴の介護を行うサービス 

訪問看護・介護予防訪問看護 
病状が落ち着いて主治医が必要と認めた方の自宅へ看護師が訪

問し、療養上の世話や看護を行うサービス 

訪問リハビリテーション・介護

予防訪問リハビリテーション 

病状が落ち着いて主治医が必要と認めた方の自宅を訪問し、日

常動作の自立や回復のための機能訓練を行うサービス 

居宅療養管理指導・介護予防居

宅療養管理指導 

自宅で療養している通院困難な方のもとへ医師や薬剤師などが

計画的に訪問し、療養上の指導などを行うサービス 

通所介護 
通所介護施設で食事や入浴などの日常生活上の世話と、その方

の目標に合わせた選択的サービスなどを行うサービス 

通所リハビリテーション・介護

予防通所リハビリテーション 

リハビリテーションが必要と主治医が認めた方に、通所リハビ

リテーション施設で、リハビリテーションを日帰りで行うサー

ビス 

短期入所生活介護・介護予防短

期入所生活介護 

介護者が一時的に介護できないときに、介護老人福祉施設など

に短期間入所し、日常生活上の介護を行うサービス 

短期入所療養介護・介護予防短

期入所療養介護 

介護者が一時的に介護できないときに、医療施設などに短期間

入所し、看護や医学的管理下における介護や必要な医療を行う

サービス 

福祉用具貸与・介護予防福祉用

具貸与 

要介護２から５の認定者に、車いすや歩行器、手すりなどの貸与

を、要支援１・２、要介護１の認定者に、歩行器や手すりなどの

貸与を行うサービス 

特定福祉用具販売・特定介護予

防福祉用具販売 

腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与できな

い排せつや入浴時に使用する特定福祉用具の購入費の支給が受

けられるサービス 

住宅改修・介護予防住宅改修 
手すりの取り付け、段差の解消、便器の取り換えなどの工事に付

帯して必要となる住宅改修を行った場合の費用について支給が

受けられるサービス 

居宅介護支援・介護予防支援 
居宅サービスや地域密着型サービス（施設サービスを除く）を利

用する際に、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成やサービス

提供事業者との連絡調整などの支援を行うサービス 
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■地域密着型サービス 

サービス 内容 

地域密着型通所介護 
定員 18 人以下の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活の

支援や、生活行為向上のための支援を行うサービス 

認知症対応型通所介護・介護予

防認知症対応型通所介護 

認知症の方に日帰りで食事、入浴、排せつなどの介護やその他日

常生活上の世話、機能訓練などを行うサービス 

小規模多機能型居宅介護・介護

予防小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用す

るサービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護 

定期的に巡回したり、24 時間随時通報を受けたりして、食事、

入浴、排せつなどの介護や日常生活上の世話をするサービス 

夜間対応型訪問介護 
定期巡回もしくは随時対応で、夜間帯にホールヘルパーが自宅

を訪問するサービス 

看護小規模多機能型居宅介護 

（複合型サービス） 

「通い」を中心に、「泊まり」や「訪問（介護と看護）」を組み

合わせて利用するサービス 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■地域密着型サービスの整備箇所数の累計 

地域密着型通所介護 箇所 8 8 8 8 8 8

認知症対応型通所介

護・介護予防認知症

対応型通所介護 

箇所 1 1 1 1 1 1

小規模多機能型居宅

介護・介護予防小規

模多機能型居宅介護 

箇所 3 3 3 3 3 3

定期巡回･随時対応

型訪問介護看護 
箇所 2 2 2 2 2 2

【在宅サービス提供基盤の充実 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■訪問リハビリテーション利用率 

％ 2.9 3.4 3.7 3.8 3.9 4.0

■通所リハビリテーション利用率 

％ 12.9 12.5 12.8 12.9 13.0 13.1
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（２）施設・居住系サービスの提供基盤の充実 

施設・居住系サービスについては、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看

護などの在宅サービスを組み合わせて、できる限り在宅生活を継続できるよう支援します。 

また、軽度の要介護認定者や在宅生活が困難な方が利用する施設として、サービス付き高齢者向

け住宅などの需要の把握と、低所得者のための軽費老人ホーム等軽費のサービス体制づくりに努め

ながら、事業所の実情に応じた利用者の定員を調査し、在宅サービスのニーズにあった提供基盤の

充実を図ります。 

【施設・居住系サービスの種類】 

■施設サービス 

サービス 内容 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

居宅で適切な介護を受けることが困難な方が入所する施設で、

入浴、排せつ、食事などの介護やその他日常生活上の世話、機能

訓練が受けられる施設 

介護老人保健施設 

病状が安定した状態の方が、在宅復帰を目的として入所する施

設で、看護、医学的な管理下での介護、機能訓練、その他日常生

活上の世話などが受けられる施設 

介護医療院 
日常的な医学管理が必要な重介護者の受入や、看取り・ターミナ

ルなどの機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた施設 

■居宅サービス（うち居住系） 

サービス 内容 

特定施設入居者生活介護・介護

予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）などに入居する

方に、介護や日常生活上の世話を行うサービス 

■地域密着型サービス（うち居住系） 

サービス 内容 

認知症対応型共同生活介護・ 

介護予防認知症対応型共同生活

介護 

認知症の方が、介護職員による介護を受けながら、共同生活を行

うサービス 

地域密着型特定施設入居者生活

介護

定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）

などに入所する方に、介護や日常生活上の世話を行うサービス 

地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護 

定員 30 人未満の介護老人福祉施設に入所する方で、入浴、排せ

つ、食事などの介護やその他日常生活上の世話、機能訓練が受け

られるサービス 
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【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

広域型（30 人以上） 箇所 3(194) 3(194) 3(194) 3(202) 3(202) 3(202)

地域密着型 

（29 人以下） 
箇所 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20)

■介護老人保健施設 

箇所 2(100) 2(100) 2(100) 2(100) 2(100) 2(100)

■特定施設入居者生活介護 

箇所 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100)

■認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

箇所 3(45) 3(45) 3(45) 3(45) 3(45) 3(45)

※ （ ）内は床数 

【その他の施設】 

サービス 内容 

有料老人ホーム 
高齢者を入所させ、食事の提供や、その他日常生活に必要な便宜

を提供する施設（老人福祉施設等を除く） 

サービス付き高齢者向け住宅 

バリアフリー構造などの規模・設備等の基準や、サービスや契約

等に関する基準など高齢者住まい法等に規定された基準を満た

し登録された住宅 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■有料老人ホーム 

施設数 箇所 0 0 0 0 0 0

定員数 人 － － － － － －

■サービス付き高齢者向け住宅 

施設数 箇所 1 1 1 1 1 1

戸数（定員数） 戸 30(31) 30(31) 30(31) 30(31) 30(31) 30(31)
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【施設・居住系サービスの提供基盤の充実 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護サービスの満足度（日常生活圏域ニーズ調査） 

％ 
87.3

（R1）
81.1 84.2

２．介護保険サービスの質の向上と適正利用の促進 

本計画中に団塊世代が後期高齢者となる 2025（令和７）年を迎えることや、2040（令和 22）年を

見据え、高齢者が自立した日常生活を営むことができるように支援することに加え、要介護状態等

となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった介護保険制度の理念を堅持し、質が

高く必要なサービスを提供していくと同時に、財源と人材をより重点的・効率的に活用する仕組み

を構築することで、介護保険制度の持続可能性を確保します。 

（１）介護支援専門員の資質・専門性の向上に対する支援 

介護支援専門員について、介護保険制度の基本理念である利用者本位、自立支援、公正中立等の

理念を徹底し、専門職としての専門性の向上を図ることにより、利用者の自立支援について適切な

ケアマネジメントと介護給付費の適正化を実現することができます。 

そのため、介護支援専門員が軽度者等の自立支援及び重度化防止に向けた適切なケアマネジメン

トができるよう毎年、研修会や情報提供を行い専門性の向上を図ります。 
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（２）介護人材の確保・生産性向上に向けた取組 

地域包括ケアシステムの構築にあたっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に携わる

質の高い人材を、安定的に確保するための取組が重要です。また、今後の生産年齢人口の減少によ

る介護分野の人的制約が強まる中、介護サービスの質を確保しながら必要なサービス提供が行える

よう、業務の効率化と質の向上に取り組んでいくことが不可欠です。 

そのため、介護人材確保については、介護支援専門員の確保、共生型サービスの活用、関係部局

と連携し外国人介護人材の確保・定着等について推進しつつ、引き続き介護サービス事業所におけ

る職員の確保と人材の定着を目的に、新たに介護職員初任者研修を修了し、市内の事業所に勤務す

る方等に対し、研修受講料の一部の助成に取り組みます。 

また、事業所に対して、兵庫県が主催する総合事業の担い手養成研修などの受講を促し、事業所

と協働した人材確保に取り組みます。 

さらに、介護現場におけるハラスメント対策、文書負担軽減のための標準様式例及び電子申請・

届出システムの使用に向けた準備、介護情報基盤の整備、都道府県が実施する生産性向上施策の事

業者への周知など、働きやすい環境づくりや業務効率化により介護現場の生産性向上を図ります。 

①  介護職員養成支援事業 

介護職員初任者研修を修了し、市内の事業所に勤務する方に対し、研修受講料の一部を助成する

事業 

研修受講料の助成制度を引き続き実施するとともに人材確保の新たな取組として、介護職への理

解と魅力を発信します。若年層を対象とした出前講座や中高年齢層、子育てを終えた層の新規参入

を促進するため、介護事業所と連携し、イベントでの PR、広報活動等を実施します。 

（３）サービス評価事業への取組 

サービス評価事業は、事業者の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立

な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行い、事業者のサービスの質の向上を図るとと

もに、評価結果が公表されることにより、利用者の適切なサービス選択を支援することを目的とし

ています。 

本市では引き続きサービス事業者に自己評価及び外部評価を行うよう指導し、サービス事業者は

情報の公開を行います。 

また、利用者が介護支援専門員や事業所を適切に選択ができるよう、各事業所の公開情報の閲覧

ができることを周知します。 

事業内容 

今後の方針 
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（４）事業所指導監査 

運営指導は、各事業所における利用者の生活実態、サービスの提供状況、報酬基準の適合状況等

を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、より良いケアの実現及び保険給付の適正化を図る

ために有効です。 

そのため、本市では介護給付適正化システムを活用し、適正でない介護請求については過誤請求

または報酬返還を求めていきます。また、利用者の自立支援に資する適切なケアプランの作成を推

進するため、点検・指導も併せて行っていきます。 

また、事業所における運営指導及び監査については、国・県主催の監査研修への参加に加え、県

監査担当課や専門職と連携し担当職員のスキルアップに努めます。 

①  事業所運営指導 

地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対しては、要綱に基づき本市が直接指導を

行い、それ以外の市内の介護保険サービス提供の事業者については、県と合同で計画的に運営指導

を実施 

要綱に基づき地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対して運営指導を行います。

それ以外の市内の介護保険サービス提供の事業者には、県との合同運営指導を計画的に行います。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■介護保険事業所指導監査 

件 9 18 18 18 18 18

事業内容 

今後の方針 
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（５）介護給付適正化事業 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が必要なサービス

を、事業者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその結果としての費用

の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度を構築することです。 

介護給付適正化 5事業のうち、要介護認定の適正化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報の突

合の主要 3事業の取組を勘案し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化の一体的推

進を実施し、主要 3事業の取組状況については見える化を図ります。 

本市では、今後も、国民健康保険団体連合会から提供される給付実績を活用し、縦覧点検・医療

情報突合及びケアプランの点検について、効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待さ

れる帳票を優先し点検を行うことで、介護報酬請求の適正化を継続して実施します。 

① 要介護認定の適正化 

要介護認定を全国一律の基準に基づき客観的かつ公平、公正に行うための認定調査の公平・公正

性の確保や人権に配慮した調査。適切な判定を行うための認定調査員を対象とした研修会等の実施

や調査時の家族等の同席者の協力による実態把握。 

介護認定審査会委員の判定基準を平準化するため、委員に対する研修を行うとともに、定期的に

委員の構成を変更。 

引き続き介護認定審査会委員及び認定調査員に研修及び情報提供等を行うとともに、定期的に介

護認定審査会委員の構成を変更します。 

② ケアプラン点検 

ケアマネジメントは、利用者の自立を促進し、生活の質を高めるものでなければならないため、

各介護事業所に対し、利用者の自立支援に資する適切なケアプランの推進のためのケアプランの点

検を実施。また、アセスメントからケアプランの作成について研修会等で情報提供や研鑽を行う。 

引き続きケアプランを作成する介護事業所に対し、ケアプランチェック及びフォローを実施し、

ケアマネジメント上の課題等については全体向けの講習会を開催し、資質の向上を図ります。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■ケアプラン点検 

件 22 22 22 22 22 22

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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 縦覧点検・医療情報との突合 

国民健康保険団体連合会から送られてくる給付実績を活用し、介護報酬請求の適正化を進めるた

め医療情報との突合及び縦覧点検を実施。 

そのほか、適正化システムを活用し効率的に介護報酬請求を適正化するため、不適切又は疑義の

ある給付についての点検を実施。 

引き続き国民健康保険団体連合会から送られる適正化の点検結果及び適正化システムを活用す

ることで、効果的・効率的に介護報酬請求の適正化を行います。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■適正化による介護給付費の点検 

件 2,290 2,338 2,384 2,430 2,430 2,430

④ 住宅改修等の点検 

住宅改修費の支給については、利用者の実態にそぐわない不適切または不要なものでないかを、

施工する前に申請理由などで審査し、工事見積書の点検及び必要に応じて実態を確認し、施工後、

竣工写真などにより施工状況などの点検を実施。福祉用具購入については、利用者の身体の状態に

応じた福祉用具購入の必要性及び利用状況などについて点検を実施。そのほか、福祉用具のレンタ

ルについて、利用状況調査を実施し、不適正な給付になっていないか点検を実施。 

必要性について申請書及びケアプラン等の点検により、適時有用性を確認し、適正な給付を目指

します。 

【実績及び計画値】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■住宅改修等の現地確認件数 

件 15 13 13 15 15 15

事業内容 

今後の方針 

事業内容 

今後の方針 
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加東市介護給付適正化計画 

１．介護給付の適正化の基本的な考え方 

「介護給付費適正化計画」に関する指針（令和 5年 9月 12 日老介発 0912 第 1 号）に基づき、介

護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、市

が事業者に対して適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの確保とその結果としての

費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するもの

です。 

２．適正化事業の推進 

本計画期間中に団塊の世代が 75 歳となる令和 7（2025）年を迎え、さらには、いわゆる団塊ジュ

ニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年を見据え、地域包括ケアシステムを深化・推進して

いくためには、必要な給付を適切に提供するための適正化事業を引き続き実施することが不可欠で

あり、「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」の主要 3事業

を柱とし、「ケアプラン点検」や「縦覧点検・医療情報との突合」については、国民健康保険団体連

合会の介護給付適正化システムからの帳票を、効果等が期待されるものを優先し点検する等により、

実施件数・確認件数の拡大を図ります。また、これらの取組は県と協議・連携して実施するものと

し、主要 3事業の取組状況について目標値を定め公表します。より具体性・実効性のある構成・内

容に見直し充実化を図ることにより、介護給付の適正化を一層推進します。 

３．介護給付に係る適正化事務の取組 

（１）要介護認定の適正化 

ア）認定訪問調査の直営化 

新規、更新、変更のすべて（遠隔地等を除く）の認定訪問調査について、本市の認定調査員等

により実施します。 

イ）認定調査後の点検実施 

①認定訪問調査においては、市の認定調査員等の相互による調査事後点検を実施します。 

②外部委託による認定訪問調査については、市の認定調査員等により調査事後点検を実施し

ます。 

ウ）認定審査会委員及び認定調査員の研修等 

認定審査会委員及び認定調査員に対して研修会、勉強会等を実施すると共に、国、県等主催の

研修会等に参加させます。 

エ）認定審査会の合議体の組替 

認定審査会の合議体の委員編成を 3か月毎に組替えます。 
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オ）要介護認定の格差是正及び平準化 

要介護認定の結果において、下記事項について年 1 回の分析・検証を行うと共に、格差是正

及び介護認定の平準化を図ります。 

・一次判定から二次判定の軽重度変更率の分析 

・維持・改善可能性にかかる予防給付の判定割合を分析 

・各合議体の格差及び全国・県平均との格差の分析 

（２）ケアマネジメント等の適正化 

ア）ケアプランの点検 

利用者の自立支援に資する適切なケアプランの推進のために、介護支援専門員が作成した居

宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について、資料提出を求め、市職員、

または、委託を受けたものが点検を実施します。 

イ）住宅改修の点検 

①住宅改修費の支給にかかる事前申請時及び完了後の本申請時において、当該住宅改修の内

容が、手すりの設置のみなど簡易なもので、写真及び計画図等で確認出来るものについて

は、机上審査とします。 

②上記以外の住宅改修（人生いきいき住宅改修事業と同時の住宅改修を含む。）の事前申請時

及び完了後の本申請時において、人生いきいき住宅改修事業担当者又は必要に応じて専門

職と連携及び調整し現地確認を実施します。 

ウ）福祉用具購入の点検 

①福祉用具購入費の支給申請時に介護支援専門員の申請理由、福祉用具のカタログ等で机上

審査します。なお、破損等による同一品目の再支給及び 2 台同時支給等の申請時において

は、必要に応じて写真、介護支援専門員にケアプランの提出の請求及び現地確認を実施し

ます。 

②既に、福祉用具購入費の支給をした福祉用具において、支給後 6 か月を目処に、当該福祉

用具の使用状況の確認を行います。（確認方法については、介護支援専門員による確認、必

要に応じて使用状況写真、現地確認等を実施。） 

エ）軽度認定者への福祉用具貸与の許可 

軽度の要介護者にかかる対象の福祉用具貸与の計画時において、当該介護支援専門員又は利

用対象者（家族を含む）に、介護支援専門員が福祉用具を必要とする理由等が明記された軽度

認定者福祉用具貸与の許可申請書の提出を求め、当該申請の福祉用具貸与許可条件等を確認

のうえ許可決定を行います。 
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オ）短期入所サービスの認定期間の 1/2を超える利用の届出の受理 

短期入所サービスの利用において、当該利用者の認定期間の 1/2 を超える利用の計画時にお

いて、当該介護支援専門員に、当該サービスを必要とする理由等が明記された短期入所サー

ビスの特別措置[認定期間の 1/2 を超える利用]の届出書の提出を求め、当該申請の短期入所

サービスの特別措置に係る事情を確認のうえ届出書を受理します。 

カ）研修会等の開催 

市内の介護保険サービス提供の事業者（居宅介護支援事業所を含む）に対して、介護給付の適

正化にかかる情報提供を行うと共に、研修・勉強会等を計画的に開催します。 

（３）事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

ア）定期の指導・監査 

①市内の介護保険サービス提供の事業者（居宅介護支援事業所、地域密着サービス事業者を

除く。）に対して、県との合同監査指導により計画的に実施します。 

②市内の地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業所に対して、6 年に 1 回以上の監

査指導を実施します。 

③市外の介護保険サービス提供の事業者については、必要に応じて当該サービス事業者の所

在地の市町又は県に、当該サービス事業者の指導監査における結果などの情報提供を依頼

します。 

イ）苦情・通報情報の適切な把握及び分析 

苦情・通報情報の窓口を市民に周知すると共に、市、県又は国民健康保険団体連合会に寄せら

れた苦情・通報情報の適切な把握及び分析を行い、当該介護サービス事業者等に対して、効率

的（口頭、文書、訪問等）な事業者指導を実施します。 

ウ）不当請求及び過誤請求の多いサービス事業者等への重点的な指導 

国民健康保険団体連合会の審査において、返戻及び減額等の過誤請求が多い介護サービス事

業者等に対して、重点的に事業者指導を実施します。 
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エ）国民健康保険団体連合会「介護給付適正化システム」の活用 

国民健康保険団体連合会から送付される各種介護給付適正化の情報を以下のとおり活用し、

必要に応じて、事業者に対して適切な指導を実施します。 

①給付実績を活用した提供情報使用状況一覧の活用 

②医療給付情報突合リストの活用 

③縦覧点検項目使用状況一覧の活用 

オ）「介護給付適正化システム」の活用 

介護給付適正化システムの情報を活用することで、過誤の可能性が高い給付だけではなく、

必要性の確認を要する過剰な給付、さらには、偏りや給付の不足がないか等のチェックを行

い、心身の状況に応じた適正な介護給付の指導を実施します。 

【介護給付適正化事業 評価指標】 

単位

実績値 計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

■申立件数 

件 30 17 20 30 30 30

■効果額 

円 134,357 119,315 200,000 300,000 300,000 300,000
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３．利用者が適切にサービスを選択できることへの支援 

（１）介護サービスの積極的な情報提供 

介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービスの質の向上が

進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表は、介護保険のシステムが健全に機能す

るための基盤となるものです。 

本市では引き続き介護保険制度にかかるわかりやすいパンフレットを作成し市民に配布すると

ともに、ホームページを活用した情報提供を行います。イベントや広報する方法を工夫し、サービ

スを受けていない高齢者やその家族がサービスについて情報を得る機会を作ります。 

また、認定結果の通知に居宅介護支援事業所の一覧を同封し、介護サービスの利用を促し、その

他のサービスについても、一覧表やパンフレットを作成して情報提供に努めます。 
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第５章 介護保険料の算定 

１．介護保険料の算定の流れ 

本計画では、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度及び令和 12（2030）年度、令和 22（2040）

年度の介護保険サービス事業量及び第１号被保険者の保険料額を推計します。 

【介護保険料の算定の流れ】 

総人口・被保険者数・要支援・要介護認定者数の推計 

居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービス、 

施設サービス利用者数の推計 

介護保険サービス事業量の推計 

総給付費の推計 

第１号被保険者の保険料額の算定 
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２．サービス事業量の見込み 

（１）介護保険サービス事業量の見込み 

【介護保険サービス事業量の見込み】 

種類 
第９期 第 11 期 第 14 期 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護 

給付費（千円） 140,260 167,480 172,798 176,371 211,503

回数（回） 3,938.3 4,717.0 4,868.6 4,965.2 5,955.6

人数（人） 158 194 200 207 247

訪問入浴介護 

給付費（千円） 13,594 14,157 14,703 15,666 17,432

回数（回） 85.8 89.2 92.6 98.8 109.9

人数（人） 15 16 17 16 18

訪問看護 

給付費（千円） 82,094 86,297 88,079 90,535 109,128

回数（回） 1,436.0 1,505.4 1,536.4 1,583.5 1,906.9

人数（人） 193 202 206 213 256

訪問リハビリテーション 

給付費（千円） 29,700 31,600 32,018 33,638 41,177

回数（回） 932.1 990.2 1,003.7 1,053.3 1,289.7

人数（人） 63 67 68 71 87

居宅療養管理指導 
給付費（千円） 16,121 17,019 17,322 18,017 21,580

人数（人） 149 157 160 166 199

通所介護 

給付費（千円） 291,022 303,780 311,632 328,613 394,130

回数（回） 2,941.4 3,061.5 3,140.2 3,319.1 3,974.6

人数（人） 302 314 322 340 407

通所リハビリテーション 

給付費（千円） 185,534 192,479 196,334 206,104 246,747

回数（回） 1,749.1 1,811.8 1,848.3 1,946.1 2,326.2

人数（人） 193 200 204 215 257

短期入所生活介護 

給付費（千円） 137,263 142,612 146,497 151,588 182,817

回数（日） 1,270.3 1,319.2 1,354.5 1,403.9 1,693.3

人数（人） 123 128 131 137 165

短期入所療養介護 

（老健） 

給付費（千円） 18,055 19,160 21,079 21,079 24,803

回数（日） 127.8 136.4 148.6 148.6 175.3

人数（人） 13 14 15 15 18

短期入所療養介護 

（病院等） 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

福祉用具貸与 
給付費（千円） 94,284 98,426 100,501 105,179 126,370

人数（人） 687 715 731 768 920 

特定福祉用具購入費 
給付費（千円） 3,245 3,586 3,927 3,041 3,381

人数（人） 11 12 13 10 11

住宅改修費 
給付費（千円） 9,651 11,435 13,218 13,218 17,474

人数（人） 7 8 9 9 12

特定施設入居者生活介護 
給付費（千円） 113,172 115,554 120,689 127,636 156,461

人数（人） 47 48 50 53 65
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種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和 22 年度

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

給付費（千円） 53,137 54,111 55,435 58,059 68,160

人数（人） 35 36 37 38 45

夜間対応型訪問介護 
給付費（千円） 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 

給付費（千円） 215,252 223,210 229,091 241,296 289,237

回数（回） 2,068.6 2,139.8 2,197.4 2,318.2 2,775.8

人数（人） 214 221 227 240 287

認知症対応型通所介護 

給付費（千円） 30,930 32,266 34,058 35,355 39,393

回数（回） 225.9 235.8 249.2 259.1 293.5

人数（人） 21 22 23 24 27

小規模多機能型居宅介護 
給付費（千円） 180,858 186,330 193,361 204,470 247,465

人数（人） 85 87 90 96 115

認知症対応型共同生活介

護 

給付費（千円） 131,545 135506 139,433 154,833 184,806

人数（人） 35 36 37 41 49

地域密着型特定施設入居

者生活介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

給付費（千円） 72,458 72,549 72,549 81,919 98,279

人数（人） 22 22 22 25 30

看護小規模多機能型居宅

介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設 
給付費（千円） 895,271 902,524 903,540 998,428 1,208,592

人数（人） 263 266 263 291 352

介護老人保健施設 
給付費（千円） 382,727 393,733 404,254 434,843 524,764

人数（人） 111 114 117 126 152

介護医療院 
給付費（千円） 22,421 22,449 31,429 22,449 26,939

人数（人） 5 5 7 5 6 

居宅介護支援 
給付費（千円） 164,490 171,503 175,658 184,399 220,990

人数（人） 921 958 981 1,033 1,237

合計 給付費（千円） 3,283,084 3,397,766 3,477,605 3,706,736 4,461,628

※ 給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 
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（２）介護予防サービス事業量の見込み 

【介護予防サービス事業量の見込み】 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和 22 年度

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問入浴介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 

給付費（千円） 8,362 8,734 9,095 8,889 9,923

回数（回） 240.6 251.7 262.8 255.1 284.1

人数（人） 30 31 32 32 36

介護予防訪問リハビリ

テーション 

給付費（千円） 5,702 5,709 5,982 6,527 7,341

回数（回） 186.9 186.9 195.8 213.6 240.3

人数（人） 21 21 22 24 27

介護予防居宅療養管理

指導 

給付費（千円） 1,287 1,574 1,574 1,717 1,717

人数（人） 8 10 10 11 11

介護予防通所リハビリ

テーション 

給付費（千円） 28,946 29,264 30,300 32,935 36,887

人数（人） 66 67 69 75 84

介護予防短期入所生活

介護 

給付費（千円） 651 869 1,086 1,086 1,086

回数（日） 6.9 9.2 11.5 11.5 11.5

人数（人） 4 5 7 6 5

介護予防短期入所療養

介護（老健） 

給付費（千円） 2,147 2,150 2,150 2,688 2,688

回数（日） 15.2 15.2 15.2 19.0 19.0

人数（人） 5 6 7 8 8

介護予防短期入所療養

介護（病院等） 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養

介護(介護医療院) 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（日） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 
給付費（千円） 13,776 14,144 14,447 15,639 17,507

人数（人） 185 190 194 210 235

特定介護予防福祉用具

購入費 

給付費（千円） 555 555 555 555 555

人数（人） 2 4 5 2 2

介護予防住宅改修 
給付費（千円） 3,569 4,177 3,569 4,177 4,765

人数（人） 4 4 4 4 5

介護予防特定施設入居

者生活介護 

給付費（千円） 5,938 5,946 5,946 5,946 5,946

人数（人） 6 6 6 6 6

地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防認知症対応型

通所介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能

型居宅介護 

給付費（千円） 4,815 5,432 5,873 5,432 6,044

人数（人） 9 10 11 10 11

介護予防認知症対応型

共同生活介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 

介護予防支援 
給付費（千円） 12,667 13,020 13,356 14,479 16,103

人数（人） 226 232 238 258 287

合計 給付費（千円） 88,415 91,574 93,933 100,070 110,562

※ 給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 
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（３）標準給付費の見込み 

【標準給付費の見込み】 

単位：千円 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和 22 年度

 介護保険サービス 3,283,084 3,397,766 3,477,605 3,706,736 4,461,628

介護予防サービス 88,415 91,574 93,933 100,070 110,562

総給付費 3,371,499 3,489,340 3,571,538 3,806,806 4,572,190

特定入所者介護サービス費等給付額 124,795 124,581 125,447 129,091 142,256

高額介護サービス費等給付額 82,641 82,519 83,093 85,265 93,961

高額医療合算介護サービス費等給付額 15,155 15,110 15,216 15,899 17,520

算定対象審査支払手数料 2,563 2,555 2,573 2,688 2,962

標準給付費見込額 3,596,653 3,714,105 3,797,866 4,039,749 4,828,889

※ 各欄の数値は、千円未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。 

（４）地域支援事業費の見込み 

 ① 介護予防・日常生活支援総合事業費の見込み 

【介護予防・日常生活支援総合事業費の見込み】 

単位：千円 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和 22 年度

訪問介護相当サービス 1,439 1,478 1,517 1,517 1,517 

訪問型サービスＡ 6,449 6,623 6,797 7,399 8,329 

訪問型サービスＢ 3,078 3,172 3,236 3,486 4,128 

訪問型サービスＣ 146 150 153 165 195 

訪問型サービスＤ 782 806 822 886 1,049 

通所介護相当サービス 1,303 1,824 2,346 2,346 2,346 

通所型サービスＡ 27,146 27,517 27,888 30,244 33,892 

通所型サービスＢ 70 73 74 80 94 

通所型サービスＣ 222 228 233 251 297 

介護予防ケアマネジメント 23,645 24,371 24,862 26,783 31,713 

介護予防把握事業 8,641 8,689 8,732 8,898 9,687 

介護予防普及啓発事業 134 135 135 138 150 

地域介護予防活動支援事業 3,746 3,766 3,785 3,857 4,199 

地域リハビリテーション活動支援事業 427 429 431 439 478 

上記以外の介護予防・日常生活総合事業 462 476 485 523 619 

介護予防・日常生活支援総合事業費 77,688 79,737 81,498 87,012 98,694 

※ 各欄の数値は、千円未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。 
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 ② 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費の見込み 

【包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費の見込み】 

単位：千円 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和22 年度

包括的支援事業 

(地域包括支援センターの運営) 
35,493 35,688 35,866 36,548 39,790 

任意事業 11,111 11,172 11,228 11,441 12,456

包括的支援事業（地域包括支援センターの

運営）及び任意事業費 
46,604 46,860 47,094 47,989 52,246

※ 各欄の数値は、千円未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。 

 ③ 包括的支援事業（社会保障充実分）の見込み 

【包括的支援事業（社会保障充実分）】 

単位：千円 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和22 年度

在宅医療・介護連携推進事業 9,374 9,425 9,472 9,652 10,508 

生活支援体制整備事業 13,917 13,993 14,063 14,330 15,601 

認知症初期集中支援推進事業 676 680 683 696 758 

認知症地域支援・ケア向上事業 1,412 1,420 1,427 1,454 1,583 

地域ケア会議推進事業 229 231 232 236 257 

包括的支援事業（社会保障充実分） 25,608 25,749 25,877 26,369 28,708 

※ 各欄の数値は、千円未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。 

 ④ 地域支援事業費の見込み 

【地域支援事業費の見込み】 

単位：千円 

種類
第９期 第 11期 第 14期

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和12 年度 令和22 年度

介護予防・日常生活支援総合事業費 77,688 79,737 81,498 87,012 98,694 

包括的支援事業（地域包括支援センターの

運営）及び任意事業費 
46,604 46,860 47,094 47,989 52,246

包括的支援事業（社会保障充実分） 25,608 25,749 25,877 26,369 28,708 

地域支援事業費 149,900 152,345 154,470 161,370 179,648

※ 各欄の数値は、千円未満を四捨五入しているため、内訳の合計値と一致しない場合があります。 
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３ 介護保険料の算定 

（１）第１号被保険者の保険料額の算定 

 ① 財源構成について 

介護保険事業費の財源は、国、兵庫県、本市、国の調整交付金、第１号被保険者の保険料、第２

号被保険者の保険料によって構成されています。 

被保険者の負担分については、全国の第１号被保険者と第２号被保険者の見込数の割合に応じて

３年ごとに見直しが行われ、本計画期間における第１号被保険者の負担割合は 23.0％となってい

ます。 

【保険給付費の負担割合】 

■居宅サービス給付費            ■施設サービス給付費 

【地域支援事業費の負担割合】 

■介護予防・日常生活支援総合事業        ■包括的支援事業・任意事業 

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

20.0%

兵庫県

12.5%

加東市

12.5%

調整交付金

（国）

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

15.0%

兵庫県

17.5%

加東市

12.5%

調整交付金

（国）

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

20.0%

兵庫県

12.5%

加東市

12.5%

調整交付金

（国）

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

国

38.5%

兵庫県

19.25%

加東市

19.25%
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 ② 令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までに必要な介護保険料 

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度の介護保険事業費見込額から 65 歳以上の第 1 号被

保険者で賄う保険料収納必要額（必要な介護保険料）を算出します。 

単位：円 

種類 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

Ａ 標準給付費見込額 3,596,653,316 3,714,105,080 3,797,866,290 11,108,624,686 

Ｂ 地域支援事業費 149,899,696 152,344,968 154,469,956 456,714,620 

Ｃ 介護保険事業費見込額（Ａ+Ｂ） 3,746,553,012 3,866,450,048 3,952,336,246 11,565,339,306 

Ｄ 第1号被保険者負担分相当額（Ｃ×23％） 861,707,193 889,283,511 909,037,336 2,660,028,040 

Ｅ 調整交付金相当額 183,717,042 189,692,087 193,968,239 567,377,368 

Ｆ 調整交付金見込額 187,759,000 188,933,000 184,658,000 561,350,000 

Ｇ 準備基金取崩額 190,000,000 

Ｈ 財政安定化基金拠出金見込額 0 

Ｉ 財政安定化基金償還金 0 

Ｊ 市町村特別給付費等 0 

Ｋ 保険料収納必要額（Ｄ+Ｅ－Ｆ－Ｇ+Ｈ+Ｉ+Ｊ） 2,476,055,408 

 ③ 利用者の負担 

介護サービスを利用した場合の利用者の負担割合は、所得に応じて１割から３割のいずれかにな

ります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。 

また、介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められており、上限の範囲

内でサービスを利用するときは、利用者の負担割合は１割から３割ですが、上限を超えてサービス

を利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。 

 ④ 低所得者の軽減強化 

介護保険の第１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢

者の保険料の軽減を強化します。 
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 ⑤ 第 13 段階の設定について 

前回計画期間中の保険料段階は 10 段階でしたが、介護保険制度の持続可能性を確保する観点か

ら、今後の介護給付費の増加を見据え、本計画期間中は保険料段階を 13 段階へと多段階化し、高

所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等により、低所得者の保険料上昇の抑制

を図ることとし、下記の区分による保険料設定とします。 

保険料段階 対象者 

基準額に 
対する割合 
（ ）は公費負
担による軽減後
の割合 

第１段階 

・生活保護を受けている方 

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の

合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円以下の方 

基準額 

×0.455(0.285) 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収

入額が 80 万円超 120 万円以下の方 

基準額 

×0.685(0.485) 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収

入額が 120 万円超の方 

基準額 

×0.69(0.685) 

第４段階 

・世帯のいずれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円以下

の方 

基準額 

×0.9 

第５段階 

・世帯のいずれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非

課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万

円超の方 

1.00 

（基準） 

第６段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 
基準額 

×1.2 

第７段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上 210

万円未満の方 

基準額 

×1.3 

第８段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円以上 320

万円未満の方 

基準額 

×1.5 

第９段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円以上 420

万円未満の方 

基準額 

×1.7 

第 10 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 420 万円以上 520

万円未満の方 

基準額 

×1.9 

第 11 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 520 万円以上 620

万円未満の方 

基準額 

×2.1 

第 12 段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 620 万円以上 720

万円未満の方 

基準額 

×2.3 

第 13 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 720 万円以上の方 
基準額 

×2.4 

 ⑥ 介護保険料の変更の主な要因 

増加の主な要因 

・後期高齢者数の増加に伴い要介護・要支援認定者が増加し、介護サービス

量が増加することが見込まれます。 

・介護報酬の改定（引き上げ）により介護給付費の増加が見込まれます。 

減少の主な要因 
・介護保険準備基金の取り崩しにより減額になります。 

・被保険者の増加による保険料収入の増により減額になります。 
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 ⑦ 保険料の基準額 

保険料収納必要額に対して予定保険料収納率を 99.0％とし、本計画期間の３か年の第１

号保険料基準額の月額は 6,100 円とします。 

種類 合計 

Ａ 保険料収納必要額 2,476,055,408 円

Ｂ 予定保険料収納率 99.00%

Ｃ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 34,343 人

Ｄ 保険料基準額（月額）（Ａ÷Ｂ÷Ｃ÷12） 6,100 円

【参考】令和 12 年度の保険料基準額（月額）7,380 円 

見える化システムによる推計値 

（２）被保険者の負担軽減 

本市が特に生活が困難であるとの理由で確認証を交付した要介護・要支援認定者が、介護老人福

祉施設や訪問介護、通所介護、短期入所サービスを利用した場合、社会福祉法人等と国、県、本市

の負担により利用額を軽減する「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業」を実施してい

ます。 

低所得者の介護保険サービスの利用が困難にならないよう、社会福祉法人等は本市に申し出るこ

とによりこの事業による利用者負担の減免を行うことができます。本市においてサービスを提供す

るすべての社会福祉法人等で軽減制度が利用できます。 
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第６章 計画の推進体制 

本計画の基本理念「地域で支え合い 笑顔かがやく 元気な加東」の実現に向けて、市民、地域、

行政、介護保険サービス事業者、医療機関などが一体となって本計画を推進します。 

また、本計画の実施状況については、毎年度、実績を取りまとめ、加東市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画評価委員会等に報告します。 

評価委員会等から出された意見を基に、PDCA サイクル（計画・実行・評価・改善）を活用し、本

計画の進行管理を行います。 

なお、計画策定時からの情勢の変化などにより、重要な施策の見直しが必要となった場合には、

評価委員会等に対し意見を求めながら計画内容を変更し、より良い介護保険事業、高齢者福祉事業

の展開に努めます。 

１．高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会 

保健・医療・福祉の専門家、有識者、介護保険被保険者、各種団体の代表者等による「高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会」では、本計画に基づく、施策に関する進捗状況の確認、

事業の評価及び提言をいただきます。 

２．地域包括支援センター運営協議会 

地域包括支援センターの事業内容等について、市民、医療や福祉の関係者により評価していただ

きます。 

３．地域密着型サービス運営委員会 

地域密着型サービスの事業者指定や指定基準及び介護報酬の設定に関すること等について、審議

していただきます。 
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資料編 

１．用語解説（50 音順） 

【あ行】 

ICT 

Information & Communications Technology の略。情報通信技術。インターネット上でデ

ータの保管等のアウトソーシングを受け、データ等を保管・管理するサービス。 

アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働き

かけて情報・支援を届けるプロセス。 

アセスメント 

利用者が直面している生活上の問題・課題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、

必要なサービスの提供や援助に先立って行われる一連の手続きのこと。 

一般介護予防事業 

年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく全ての高齢者を対象として、介護予防活動の普

及啓発を行ったり、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業。 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization：民間非営利組織） 

ノンプロフィット・オーガニゼーションの頭文字をとったもの。営利を目的とせず、社会的な活動を

行う民間組織。平成 10（1998）年に制定された特定非営利活動促進法により、法人格(特定非営利

活動法人)の取得が容易になった。 

【か行】 

介護報酬 

介護保険におけるサービスを提供した事業者に支払われる「費用単価」のこと。指定居宅サービ

ス・指定居宅介護支援・指定施設サービス等の区分及び地価や物価・人件費・離島など特殊事情を

勘案し、1 級地～7級地・その他の８つの地域区分が設けられている。 



145 

介護予防 

元気な人も支援や介護が必要な人も生活機能の低下や重度化を可能な限り防ぎ、自分らしい生

活を実現できるようにすること。具体的には、日頃から健康管理を行い高齢期にあった健康づくりを

行うことを指す。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村の主体性を重視し、地域支援事業において、マンパワーや社会資源の活用等を図りながら、

要支援者等に対して、介護予防や生活支援サービス等を、市町村の判断・創意工夫により、総合的

に提供することができる事業。介護予防訪問介護等を移行し、要支援者等に対して必要な支援を行

う介護予防・生活支援サービス事業と、第１号被保険者に対して体操教室等の介護予防を行う一般

介護予防事業からなる。 

介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等の多様な生活支援ニーズに対応するため、訪問型サービス、通所型サービス、その他

の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントから構成される事業。 

介護離職 

家族の介護のために仕事を辞めること 

回想法 

回想とは、過去に経験したことを思い出すこと。昔の懐かしい写真や音楽、昔使っていた馴染み深

い家庭用品等を見たり触れたりしながら、昔の経験や思い出を語り合う一種の心理療法。 

加東市乗合タクシー 

社市街地内での移動手段を確保するため、社市街地の主な施設と居住地域を循環する乗合タク

シー。 

キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務める者をいう。 

協議体 

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められる

ことから、市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、

多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する組織。 

居宅介護支援 

要支援・要介護認定者のケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行うこと。 
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緊急通報システム 

一人暮らし高齢者等に、緊急通報機器を設置し、急病の際に消防署に通報を送り、近隣協力員の

協力を得て救援される仕組み。 

ケアプラン 

要支援・要介護認定者や家族の希望を取り入れ、サービス担当者会議で、専門家の協議により利

用者のニーズと生活上の問題解決のために必要な具体的なサービスに関し作成する介護支援計画

のこと。 

ケアマネジメント 

要介護者等のサービス利用者のニーズを満たすため、保健・医療・福祉等の多様なサービスを適

合させる系統だった連携・調整・統合の一連の活動のこと。 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

要支援・要介護認定者からの介護サービスの利用に関する相談や適切な居宅サービス・施設サー

ビスを利用できるようケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行う専門職をいう。 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

老人福祉法で規定された社会福祉施設。原則として、家庭環境や経済的な事情などにより、自宅

で暮らすことが困難な状態にある高齢者が低額な料金で入所できる。 

健康寿命 

病気やけが・寝たきり・認知症などの状態にならないで、元気でいきいきと暮らすことができる期間

のこと。 

権利擁護 

自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、認知症の高齢者、障害者の権利擁護や

ニーズ表明を支援し代弁すること。 

後期高齢者 

高齢者のうち、75 歳以上の人のこと（65 歳以上 7565 歳未満は前期高齢者）。 

高額医療合算介護サービス費 

一年間の医療保険と介護保険の合計の自己負担が、一定額以上になったときに、超過分を保険

から支給する制度。 

高額介護サービス費 

介護サービス利用者に対して、同じ月に利用したサービス利用料の自己負担額が一定額以上
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になったときに、超過分を保険から支給する制度。 

高齢化率 

総人口に占める 65歳以上の高齢者人口の割合。 

高齢者虐待 

高齢者虐待とは、意図的であるか、非意図的であるかを問わず、高齢者の心身に傷を負わせたり、

基本的人権を侵害したりする行為のことをいう。 

個別避難計画 

災害時に支援を必要とする人の避難を迅速に実施するために、避難の方法などについて一人ひと

りに対して事前に作成する計画。 

【さ行】 

サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正（平成 23（2011）年 10 月施行）により、従来の

高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度の代わりに創

設された制度。バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提

供する住宅であり、一定の基準を満たした賃貸住宅や有料老人ホームが、サービス付き高齢者向け

住宅として都道府県知事の登録を受けることができる。 

市街化調整区域 

都市計画法に基づき指定される都市計画区域における区域区分のひとつ。開発行為や建築行為

が制限されている地域。 

自主運行バス 

公共交通機関がない地域において住民の日常生活に必要な移動手段を確保するための自家用

有償旅客運送。 

社会資源 

人々の生活の諸要求や、問題解決の目的に使われる各種の施設、制度、機関、知識や技術などの

物的、人的資源の総称。 

若年性認知症 

65歳未満で発症する認知症。 

重層的支援体制整備事業 
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介護・障害・子ども・生活困窮などの分野・属性別の支援体制では対応しきれない住民の複雑化・

複合化したニーズに対する包括的な支援体制を構築するため、「包括的な相談支援」「参加支援」

「地域づくりに向けた支援」を柱として、新たな機能として「多機関協働による支援」「アウトリーチ等を

通じた継続的支援」を加え、一体的に実施する事業。 

縦覧点検 

複数月の明細書における算定回数の確認やサービス間・事業所間の給付が適正であるか点検す

ること。 

スーパーバイザー 

監督者・管理者。 

生活支援コーディネーター 

多様な生活支援ニーズに対応したサービスを地域で整備していくため、地域の社会資源の把握や

生活支援サービスの開発・担い手の育成、関係者のネットワークの構築などを行い地域のニーズと

地域資源のマッチングなどの役割を担う者をいう。 

成年後見制度 

認知症高齢者や知的障害者等、判断能力が無いまたは不十分な状態にある人や、契約時に判断

能力はあるが、将来低下した場合の財産管理、介護等の契約、遺産分割等の法律行為等を本人に

代わって成年後見人等が行う制度。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つに分類され、いずれ

も家庭裁判所へ後見人等の選任の申立てが必要。 

総合事業対象者 

相談窓口において、必ずしも要支援・要介護認定を受けなくても、必要なサービスを事業で利用

できるよう本人の状況を確認するための基本チェックリストによって判断される対象者。 

【た行】 

第１号被保険者 

介護保険の被保険者のうち、65 歳以上の者を第１号被保険者という。 

団塊ジュニア世代 

昭和 46（1971）年から昭和 49（1974）年の第二次ベビーブームに生まれた世代を指す。 

団塊の世代 

昭和 22（1947）年から昭和 24（1949）年のベビーブームに生まれた世代を指す。 

地域ケア会議 
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高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療、介護、介護予防その

他の生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアを推進することを目的とした会議。 

地域支援事業 

被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等になった

場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するた

めに市町村が行う事業。 

地域区分 

地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配分方法を調整するために設

けられた区分。 

地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた家庭や地域で尊厳ある安心した生活を継続することができるよう

地域の保健・医療・福祉関係者や地域住民、ボランティアなど地域全体で高齢者を見守り・支える仕

組みのこと。 

地域包括支援センター 

平成 18（2006）年４月１日から介護保険法改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健

康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、虐待防止など様々な課題解決に向けた取組を実践

することを主な業務としている。 

チームオレンジ 

地域住民の認知症サポーターの方々などがチームを組み、認知症の人やその家族の支援ニーズ

に合った具体的な支援につなげる仕組みのこと。 

デマンド型交通 

利用者の要望に応じて運行する予約型の交通手段。 

特定入所者介護サービス費 

所得が一定額以下の要介護・要支援認定者が施設サービスなどを利用した場合の食費・居住費

等の負担を軽減するために支給される介護給付。 

【な行】 

認知症 

脳細胞の変質や脳疾患などが原因で認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が生じる状

態。アルツハイマー型や脳血管性などの種類がある。 
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認知症ケアネット 

認知症の人が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、その進行状況にあ

わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、ケアの流れをあらかじめ

標準的に決めておくもの。 

認知症サポーター 

認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族に対し、見守り、声かけ、手助けをするなど、

温かく見守る応援者のこと。 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問

し、認知症の専門医による鑑別診断等を踏まえて、観察・評価（アセスメント）や、本人や家族支援な

どの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。 

【は行】 

パブリックコメント 

広く公に、意見・情報・改善案などを求める手続のこと。意見を事前に聴取し、その結果を反映させ

ることによって、よりよい行政を目指すもの。 

バリアフリー 

本来、住宅建築用語で使用するもので、障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁（バリア）

となる段差を取り除くという意味。広くは障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、経済的、

心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられる。 

ＰＤＣＡサイクル 

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、マ

ネジメントの品質を高めようという概念。 

避難行動要支援者支援制度 

高齢者や障害者など、災害時に一人での避難が難しい人の名簿を市が作成し、そのうち、情報提

供に同意をしていただいた人の名簿を、平常時から避難支援等関係者と共有することで、災害時の

安否確認や避難誘導等に役立てる制度。 

福祉避難所 

災害時に、高齢者や障害者、乳幼児などの特に配慮を必要とする人を受け入れるために特別な配

慮がなされた避難所。 
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ブランチ 

身近なところで相談を受け付け、地域包括支援センターにつなぐための窓口。 

フレイル 

健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態。 

包括的支援事業 

地域包括支援センターが行う特定高齢者の介護予防事業利用プラン作成、高齢者や家族等から

の総合相談業務、虐待防止等の権利擁護業務、介護支援専門員への助言・指導等の業務のこと。 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必

要な援助を行い、社会福祉の増進に努める奉仕者をいう。 

もの忘れ簡易スクリーニング検査 

簡便かつ時間をかけずに認知機能を判断するための検査 

物忘れ相談プログラム 

認知症の予備軍とされる軽度認知障害を早期に発見するシステム。パソコンの画面に触れながら

質問に答えるだけで、５分ほどで終了する。 

【や行】 

要介護状態 

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動

作について、常時介護を要すると見込まれる状態をいう。 

ヤングケアラー 

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世

話、介護、感情面のサポートなどを行っている 18歳未満の子どものこと。 
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２．加東市高齢者保健福祉計画策定委員会及び 

加東市介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

平成２０年３月２７日 

告示第２０号 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項及び第７項並びに介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条第１項及び第６項の規定に基づき加東市高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下「計画」という。）を策定するため、加東市高齢者

保健福祉計画策定委員会及び加東市介護保険事業計画策定委員会（以下「策定委員会」とい

う。）を設置する。 

（平２４告示１５・平２５告示６７・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１３人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 公共的団体の役員及び職員 

(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 一般公募による者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

３ 委員は、当該計画策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。 

４ 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を任命し、又は委嘱するものとする。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平２２告示７２・平２６告示３１・一部改正） 

（委員長及び副委員長） 

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定委員会は、委員長が招集する。 

２ 策定委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

３ 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（意見の聴取） 

第６条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 
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（部会） 

第７条 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 策定委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。 

（平２１告示２４・平２２告示７２・平３０告示４６・一部改正） 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日告示第２４号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２１日告示第７２号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日告示第１５号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月８日告示第６７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第３１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日告示第４６号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 



154 

３．加東市高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画策定委員会の開催状況 

日   程 委員会等 協議内容等 

令和４（2022）年 

11 月８日 
第１回策定委員会 

・加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画の概要と今後のスケジュールに

ついて 

・加東市の現状と課題 

・加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画のアンケート調査について 

令和５（2023）年 

２月 13 日 
第２回策定委員会 

・アンケート調査の状況報告について 

・加東市高齢者保健福祉計画・第 8期介護

保険事業計画の検証 

・加東シニアいきいきポイント事業の概要

令和５（2023）年 

７月４日 
第３回策定委員会 

・加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画見直しのためのアンケート調査

結果について 

・加東市高齢者保健福祉計画・第８期介護

保険事業計画の検証について 

令和５（2023）年 

９月８日 
第４回策定委員会 

・加東市高齢者保健福祉計画・第９期介護

保険事業計画素案について 

令和５（2023）年 

11 月７日 
第５回策定委員会 

・加東市高齢者保健福祉計画・第９期介護

保険事業計画素案について 

令和６（2024）年 

１月 23 日 
第６回策定委員会 

・パブリックコメントの結果について 

・計画案について 



155 

４．加東市高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画策定委員会委員名簿 

（敬称略、順不同） 

役 職 氏 名 団 体 名 等 

委員長 武田 卓也 大阪人間科学大学 

副委員長 阿江 俊英 加東市シニアクラブ連合会 

 森下 智行 小野市・加東市医師会 

 藤原 秀夫 小野加東歯科医師会 

 森本 和幸 兵庫県介護支援専門員協会加東支部 

高松 善教 

（令和５年４月～令和６年３月）
加東市介護サービス事業者連絡会 

藤川 大介 

（令和４年１０月～令和５年３月）
加東市介護サービス事業者連絡会 

 石井 俊則 加東市区長会 

 神戸 三男 加東市民生児童委員連合会 

 西山 昌希 加東市社会福祉協議会 

 大西 幹文 兵庫県加東健康福祉事務所 

 井平 千暁 加東市民病院 

 藤井 秀樹 一般公募委員 

 津田 美和子 一般公募委員 
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加東市 

高齢者保健福祉計画・ 

第９期介護保険事業計画 

（案） 

令和 （    ）年 月 

加東市 健康福祉部 高齢介護課 

〒673－1493 

兵庫県加東市社 50 

電 話 0795－43－0440 

ＦＡＸ 0795－42－1735 


